
上
記
テ
ー
マ
に
対
す
る
本
論
文
筆
者
の
関
心
を
触
発
し
た
の
は
、
保
田
孝
一
、
宮

永
孝
、
鈴
木
健
夫
、
Ａ
・
Ｐ
・
ソ
コ
ロ
フ
各
氏
の
論
考
、
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
美
術
館
研

究
員
Ａ
・
Ｍ
・
ボ
ゴ
リ
ュ
ボ
フ
氏
と
の
懇
談
で
あ
る
。
本
論
文
の
基
に
な
っ
て
い
る

の
は
、
ロ
シ
ア
帝
国
外
交
史
料
館

(

以
下
外
交
史
料
館)

所
蔵
の
史
料
で
、
筆
者
の

知
る
限
り
で
は
未
公
刊
の
も
の
で
あ
る
。
一
部
の
史
料
は
ロ
シ
ア
国
立
文
書
館

(

国

立
文
書
館)

所
蔵
の
も
の
と
同
一
で
あ
る

(

例
え
ば
、｢
英
国
河
岸
通
り
と
冬
宮

【

サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
ネ
ヴ
ァ
河
沿
い
に
あ
る
皇
帝
の
冬
の
宮
殿
。
現
在

は
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
。
以
下

【
】

内
は
全
て
翻
訳
者
の
注】

で
の
日
本
使

節
団
歓
迎
式
典｣

が
そ
う
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
当
日
最
終
段
階
で
加
え
ら
れ
た
と

思
わ
れ
る
変
更
個
所
は
除
い
た
も
の
と
な
る)

。

日
本
の
軍
事
政
府

(

幕
府)

が
自
国
と
条
約
を
締
結
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
使

節
団
を
派
遣
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
最
初
の
公
式
情
報
が
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル

グ
に
届
い
た
の
は
、
ロ
シ
ア
領
事
Ｉ
・
Ａ
・
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
か
ら
で
あ
る
。
五
等
文

官
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
は
、
一
八
六
一
年
八
月
三
日
付
ロ
シ
ア
帝
国
外
務
省
ア
ジ
ア
局
宛

文
書
番
号№

58

の
書
簡
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
使
節
団
派
遣
に
つ
い
て
は
、
己

が
滞
在
す
る
国
の

｢

外
務
省｣

が
自
分
に
公
式
に
知
ら
せ
て
き
た
こ
と
、
ま
た
四
人

の
使
節
団
代
表
が
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
、
次
の
よ
う
に
書
く
。｢(

１)

タ
ケ
ノ
ウ
ツ
ィ
・
シ
モ
ツ
ケ
ノ
・
カ
ミ

(

１)

。
旧
箱
館
奉
行
、
現
勘
定
奉
行
・
外
国
人

応
接
掛
。(

２)

ミ
ツ
ノ
・
ツ
ィ
コ
ゴ
ノ
・
カ
ミ

(

２)

。
下
田
で
の
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
伯
爵

と
の
交
渉
に
列
席
、
そ
の
後
神
奈
川
奉
行
。
モ
フ
ェ
ト
殺
害
事
件
の
件
で
外
国
人
応

接
掛
を
解
任
さ
れ
る
が
、
奉
行
に
些
か
も
劣
ら
ぬ
別
の
地
位
に
就
い
た
。(

３)

ク

ヴ
ァ
ヤ
マ
・
サ
エ
モ
ン
ヂ
ョ
ー

(

３)

。
最
近
外
国
奉
行
に
任
命
さ
れ
る
。(

４)

キ
オ
ゴ

ク
・
ノ
ト
ノ
・
カ
ミ

(

４)

。
監
察

【�
�������】

役
。
こ
れ
ら
の
人
物
た
ち
に
交
渉
権
が

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
疑
い
な
く
、
外
交
的
気
転
と
粘
り
強
さ
に

お
い
て
抜
き
ん
で
た
ミ
ツ
ィ
ノ
・
ツ
ィ
ク
ゴ
ノ
・
カ
ミ
が
主
要
な
活
動
人
物
と
な
る

で
あ
ろ
う

(

５)｣

。

使
節
団
を
率
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
四
人
の
代
表
の
う
ち
、
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
が

そ
の
実
務
能
力
を
特
に
評
価
し
て
い
た
の
は
ミ
ヅ
ノ
・
チ
ク
ゴ
ノ
・
カ
ミ
で
あ
っ
た
。

し
か
し
彼
は
横
浜
で
の
ロ
シ
ア
水
兵
殺
害
事
件
の
影
響
で
使
節
団
か
ら
除
外
さ
れ
た
。

事
件
の
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
首
都
で
否
定
的
な
連
想
を
呼
び
起
こ
し
か
ね
な

い
上
に
、【

駐
日
英
国
公
使】

オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
使
節
団
か
ら
の
除
外
を
主
張
し
た
。

ク
ヴ
ァ
ヤ
マ
で
あ
る
が
、
高
齢
を
理
由
に
や
は
り
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
主
張
で
、
候
補

か
ら
外
さ
れ
た

(

６)

。
な
お
、
興
味
深
い
こ
と
と
し
て
、
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
か
ら
の
連
絡
が

文
書
番
号№

4590

と
し
て
ア
ジ
ア
局
に
登
録
さ
れ
た
の
は
一
八
六
一
年
一
一
月
二
八

日
で

(

７)

、
書
簡
が
届
く
ま
で
に
三
ヶ
月
以
上
を
要
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
情
報
を
受
け
取
っ
た
ロ
シ
ア
外
務
省
で
は
、
日
露
両
国
の
友
好
的
関
係
を
示

す
た
め
に
、
日
本
使
節
団
の
船
が
エ
ジ
プ
ト
に
到
着
次
第
、
同
地
に
い
る
ロ
シ
ア
の

外
交
代
表
が
出
迎
え
ら
れ
る
か
を
検
討
し
た
。
そ
こ
で
出
さ
れ
た
推
定
は
、
お
そ
ら

( ) 一八六二年の遣欧日本使節団 (クリモフ)141
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く
使
節
団
は
東
イ
ン
ド
会
社
の
汽
船
で
出
発
し
、
そ
の
後
陸
路
カ
イ
ロ
、
ア
レ
ク
サ

ン
ド
リ
ア
を
経
て
、
再
び
汽
船
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
も
の

で
あ
っ
た

(
８)

。

し
か
し
、
日
本
使
節
団
を
カ
イ
ロ
で
出
迎
え
る
こ
と
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
そ
れ

を
妨
げ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
、
外
交
便
の
送
達
に
多
大
な
時
間
を
必
要
と
す
る
広
大

な
距
離
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
局
長
宛
て
に
一
八
六
二
年
三
月
一
八
日

(

新
暦
三
〇
日)

付

(

９)

で
カ
イ
ロ
か
ら
送
達
さ
れ
た
連
絡
の
中
で
、
ロ
シ
ア
外
交
代
表
は
次
の
よ
う
に
伝

え
て
い
る
。｢

本
年
一
月
二
六
日
付
の
貴
殿
の
指
示
、
す
な
わ
ち
番
号№

348

文
書
を

拝
受
し
た
の
は
三
月
一
〇
日
で
、
日
本
使
節
団
が
カ
イ
ロ
を
出
発
し
た
二
日
後
で
あ

る
。
使
節
団
は
英
国
の
軍
艦
で
ス
エ
ズ
に
来
航
し
、
ス
エ
ズ
知
事
の
出
迎
え
を
受
け
、

エ
ジ
プ
ト
の
特
別
役
人
、
た
だ
し
あ
ま
り
位
の
高
く
な
い
者
が
カ
イ
ロ
ま
で
随
行
し

た
。
使
節
団
は
当
地
に
四
日
滞
在
し
、
英
国
領
事
の
訪
問
を
受
け
、
そ
の
後
、
使
節

団
の
到
着
と
パ
リ
訪
問
の
予
定
を
知
ら
さ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
領
事
の
訪
問
を
受
け
た

(

�)

。｣

続
け
て
連
絡
の
中
で
、
英
国
領
事
館
と
フ
ラ
ン
ス
領
事
館
の
間
で
起
き
た
争
い
の
こ

と
、
お
よ
び
、
英
国
領
事
が
使
節
団
を
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
ま
で
随
行
し
た
こ
と
が

漠
然
と
記
さ
れ
て
い
る
。
使
節
団
は
英
国
の
軍
艦
ヒ
マ
ラ
ヤ
号
で
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
を
出
発
し
、｢

出
講
の
際
要
塞
か
ら
船
に
向
か
っ
て
然
る
べ
き
礼
砲
が
放
た
れ
た

(

�)｣

。

在
箱
館
ロ
シ
ア
領
事
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
は
、
一
八
六
二
年
五
月
一
五
日
付
、
発
信

番
号№

14

ア
ジ
ア
局
宛
文
書
で
の
連
絡
の
中
で

｢

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
向
か
う
日
本
使
節

団
は
一
二
月
末
英
国
の
汽
船
一
隻
で
江
戸
を
出
発
し
た｣

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
書

簡
が
ア
ジ
ア
局
に
文
書
番
号№

3225

と
し
て
登
録
さ
れ
た
の
は
一
八
六
二
年
七
月

一
二
日
で
あ
る
。
領
事
は
、
使
節
団
の
団
員
名
簿
と

｢

皇
帝
陛
下
と
国
家
評
議
会

【
�
�
��
�
��
�	
��

�

�

�
�
�	】

の
メ
ン
バ
ー
に
進
呈
す
る
大
君
か
ら
の
贈
り
物｣

の
目
録
を
書
簡
に
添
え
て
い
る

(

�)

。
そ
の
際
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
は

｢

出
発
し
た
人
物｣

を

五
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
る
。
彼
が
第
一
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
た
の
は
、
全
権
代

表
の
他
に
シ
バ
タ
・
サ
ダ
タ
ロ

【

柴
田
貞
太
郎】

を
含
め
て
計
四
名
、
第
二
グ
ル
ー

プ
は

｢

使
節
団
付
き
の
上
級
役
人
五
名
、
第
三
グ
ル
ー
プ
は

｢

下
級
役
人｣

の
六
名
、

第
四
グ
ル
ー
プ
は

｢

通
訳｣

四
名
、
第
五
グ
ル
ー
プ
は

｢

会
計
係
と
書
記｣

で
三
名

で
、｢

役
人
総
数
二
十
二
名
。
彼
ら
付
き
の
従
僕
十
四
名
。
総
計
三
十
六
名

(

�)｣

で
あ
っ

た
。
ロ
シ
ア
側
は
在
箱
館
領
事
か
ら
予
め
贈
り
物
の
目
録
を
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
、

ロ
シ
ア
か
ら
将
軍
へ
の
贈
り
物
を
前
も
っ
て
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ち
な
み
に
、

皇
帝
に
贈
ら
れ
る
予
定
の
品
と
し
て
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
が
記
し
て
い
る
の
は
、｢

サ
ー

ベ
ル
二
本

(

�)｣

、
鞍
、
日
本
画
、
書
棚
、
筆
記
用
具
、
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
が

｢

大
和
錦｣

と
書
い
て
い
る
日
本
の
錦
十
枚
、
錦
の
窓
掛
け
二
枚
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
、
国
家

評
議
会

【
�
����

���	
��
�

�

�
�
�	】

の
高
官
の
た
め
に

｢

大
和
錦
十
枚
、
色
染

め
繻
子
十
枚｣

が
発
送
さ
れ
た

(

�)

。

ロ
シ
ア
に
至
る
ま
で
の
使
節
団
の
行
く
先
々
、
す
な
わ
ち
、
エ
ジ
プ
ト
、
フ
ラ
ン

ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ド
イ
ツ
で
、
ロ
シ
ア
の
外
交
官
は
、
サ
ン
ク
ト
・
ペ

テ
ル
ブ
ル
グ
で
客
を
威
儀
正
し
く
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
使
節
団
に

関
す
る
様
々
な
情
報
を
収
集
し
た
。
そ
の
中
で
特
に
重
点
が
置
か
れ
た
の
は
、
出
迎

え
の
式
次
第
、
重
要
人
物
個
々
人
の
嗜
好
、
料
理
、
日
本
代
表
者
の
訪
問
先
で
あ
る
。

公
式
の
往
復
書
簡
は
、
稀
な
例
外
を
除
い
て
、
黒
色
の
イ
ン
ク
を
用
い
て
書
か
れ
た

装
飾
書
体

【
�����

����
�
�
����

�
�
��

���

カ
リ
グ
ラ
フ
ィ
ー】

の
フ
ラ
ン
ス
語

で
な
さ
れ
た
。
中
で
も
ゴ
ル
チ
ャ
コ
フ
公
爵
宛
の
在
仏
、
在
英
、
在
蘭
、
在
独
そ
れ

ぞ
れ
の
ロ
シ
ア
大
使
か
ら
の
至
急
便
は
、
専
ら
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と

は
特
筆
し
て
よ
い
。
一
方
、
ア
ジ
ア
局
長
Ｉ
・
Ｐ
・
イ
グ
ナ
チ
エ
フ
宛
の
、
特
に
ア

ジ
ア
諸
国
か
ら
の
連
絡
は
ロ
シ
ア
語
で
な
さ
れ
た
。
外
務
省
そ
の
他
の
省
の
下
部
機

関
相
互
の
間
で
稀
に
な
さ
れ
て
い
た
私
的
性
格
の
往
復
書
簡
、
例
え
ば
ド
イ
ル
か
ら

の
も
の
は
、
同
様
に
ロ
シ
ア
語
で
な
さ
れ
、
時
に
は
大
量
の
略
し
て
書
か
れ
た
語
が

混
じ
る
、
ぞ
ん
ざ
い
な
筆
跡
で
書
か
れ
て
い
る
。

一
九
六
二
年
三
月
三
一
日

(

新
暦
四
月
一
二
日)

在
パ
リ
ロ
シ
ア
代
表
は
、
日
本

使
節
団
が
イ
ギ
リ
ス
軍
艦
ヒ
マ
ラ
ヤ
号
で

｢

今
月
三
日
に
マ
ル
セ
イ
ユ
に
到
着
し
た｣
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と
伝
え
て
い
る
。
船
が
入
港
す
る
際
要
塞
か
ら
大
砲
に
よ
る
礼
砲
が
放
た
れ
、
歩
兵

大
隊

(bataillon
de'infanterie)

の
儀
仗
衛
兵
が
整
列
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世

の
個
人
名
代
で
あ
る
侍
従
マ
ル
キ
ー
ズ
・
ド
・
ト
レ
ヴ
ィ
ズ

(L
e
C
ham
bellan

M
arqius

de
T
revise)

が
彼
ら
に
随
行
し
た

(

�)

。
従
僕
を
除
い
た
使
節
団
員
名
も

引
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
通
訳
の
一
人
で
十
七
歳
の
タ
チ
・
ヒ
ロ
サ
ク

(T
atchi

K
ozack

立
広
作

(

	))

が
フ
ラ
ン
ス
語
を
少
し
話
し
書
け
る
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
滞
在
中

使
節
団
員
に
と
っ
て
大
い
に
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
記
さ
れ
て

い
る

(


)

。
ロ
シ
ア
大
使
が
外
交
至
急
便
の
中
で
格
別
の
注
意
を
払
っ
て
い
る
の
が
歓
迎

式
で
、
マ
ル
セ
イ
ユ
港
に
船
が
入
る
際
に
日
本
使
節
団
に
敬
意
を
表
し
て
要
塞
の
大

砲
に
よ
っ
て
十
七
発
に
礼
砲
が
放
た
れ
た
こ
と
を
特
に
記
し
て
い
る

(

�)

。

日
本
使
節
団
は
、
兵
庫
港
、
長
崎
港
、
江
戸
、
大
阪
を
外
国
人
に
対
し
て
開
く
こ

と
の
延
期
に
関
し
て
フ
ラ
ン
ス
政
府
と
最
終
的
な
合
意
に
至
ら
ず
、
パ
リ
か
ら
ロ
ン

ド
ン
に
向
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
駐
日
英
国
公
使
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
来
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
。
こ
の
人
物
は
、
日
本
使
節
団
の
旅
行
準
備
に
積
極
的
に
加
わ
っ
て
い
て
、

事
前
の
打
ち
合
わ
せ
に
つ
い
て
も
知
悉
し
て
い
た
。
ロ
ン
ド
ン
で
は
、
ロ
シ
ア
大
使

の
他
に
、
大
使
館
一
等
書
記
官
サ
ブ
ロ
フ
氏
が
日
本
人
と
の
接
触
を
実
質
的
に
取
り

持
っ
た

(

�)

。
フ
ラ
ン
ス
と
そ
の
首
都
パ
リ
、
イ
ギ
リ
ス
と
そ
の
首
都
ロ
ン
ド
ン
で
は
、

多
く
の
場
所
を
訪
れ
る
広
範
な
日
程
が
組
ま
れ
て
い
た
。
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
が
ロ
ン
ド

ン
に
到
着
し
た
後
や
っ
と
交
渉
は
最
終
段
階
に
入
り
、
覚
書
に
調
印
す
る
に
至
っ
た
。

こ
の
覚
書
は
後
に
、
そ
の
時
点
で
日
本
が
外
交
関
係
を
結
ん
で
い
た
他
の
す
べ
て
の

国
と
の
協
定
の
基
礎
と
な
っ
た
。
覚
書
は
、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦

【

新
暦
、
西
暦】

一
八

六
二
年
七
月
六
日【

六
月
六
日】

に
英
国
の
ラ
ッ
セ
ル【

外
相】

、
日
本
の
三
人
の
使

節
の
名
で
署
名
さ
れ
た
。
直
ち
に
英
国
政
府
は
内
密
に
覚
書

【
������

�	


�】

の

本
文
を
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
シ
ア
大
使
館
に
渡
し
、
ロ
シ
ア
大
使
館
か
ら
サ
ン
ク
ト
・
ペ

テ
ル
ブ
ル
グ
に
転
送
さ
れ
た
。
覚
書
は
一
八
六
二
年
六
月
四
日

(

新
暦
一
六
日)

付

の
外
交
至
急
便№

108

文
書
に
添
付
の
形
で
二
部
送
ら
れ
た
。
覚
書
の
本
文
が
書
簡

そ
の
も
の
に
添
付
さ
れ
た
の
は
お
そ
ら
く
そ
れ
よ
り
後
で
、
直
ち
に
ロ
シ
ア
帝
国
の

首
都
に
六
月
一
〇
日
に
発
送
さ
れ
た
。
ロ
シ
ア
外
務
省
の
登
録
簿

【
���


����


�	

��
���



��】
№
2873

文
書
の
日
付
は
一
八
六
二
年
六
月
一
九
日
で
、
黒
い
墨

【

イ

ン
ク
か】

で
書
か
れ
た
連
絡
文
と
は
異
な
り
、
青
紫
色
の
イ
ン
ク
で
書
か
れ
て
い
る

(

お
そ
ら
く
、
ロ
シ
ア
帝
国
の
公
式
機
関
の
文
書
作
成
の
通
常
の
や
り
方
で
あ
ろ
う)

。

交
渉
が
ま
だ
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
ロ
シ
ア
大
使
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
外
交
至
急

便
の
中
で
、
本
国
に
次
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。
英
国
政
府
は
日
本
人
が
貿
易
そ
の

他
の
分
野
で
譲
歩
す
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
、
日
本
側
に
譲
歩
し
て
、
港
と
江
戸
、

大
阪
を
外
国
人
の
自
由
訪
問
の
た
め
に
開
く
こ
と
を
五
年
延
期
す
る
こ
と
に
同
意
し

て
い
る

(

)

。
一
方
英
国
外
務
省
の
方
は
、
交
渉
過
程
そ
の
も
の
と
日
本
側
の
主
要
な
論

拠
に
つ
い
て
ロ
シ
ア
側
に
伝
え
、
そ
の
中
で
、
交
渉
の
現
状
下
で
は
、
条
約
諸
国
が

港
と
都
市
の
開
放
を
要
求
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
こ
と
も
必
要
か
つ
や
む
を
得
ぬ
方

策
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

｢

こ
の
期
に
及
ん
で
は
、
実
際
問
題
、
欧
米
列
強
に
と
っ
て
、
こ
の
特
殊
な
状
況
下

で
は
、
條
約
に
明
記
さ
れ
た
日
本
の
他
の
港
や
都
市
に
入
り
利
用
す
る
自
己
の
権
利

を
当
分
延
期
す
る
こ
と
を
承
諾
す
る
よ
り
他
に
方
策
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と

い
う
の
は
、
も
し
、
こ
こ
で
自
己
の
権
益
に
固
執
す
れ
ば
、
自
国
に
と
り
不
利
益
で

あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
日
本
と
の
通
商
関
係
か
ら
得
ら
れ
る
に
違
い
な
い
、
あ
り

と
あ
ら
ゆ
る
利
益
の
望
み
を
く
じ
か
せ
る
こ
と
に
は
大
に
貢
献
す
る
よ
う
な
方
策
を

採
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
確
実
だ
か
ら
で
あ
る

(

�)｣

。
更
に
ラ
ッ
セ

ル
は
ゴ
ル
チ
ャ
コ
フ
公
爵

【

公
職
は
副
宰
相】

に
、
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
の
交
渉
で
日

本
側
が
次
の
三
つ
の
問
題
を
提
起
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
予
め
知
ら
せ
て
い
る
。

(

１)

外
国
軍
艦
の
日
本
の
港
へ
の
入
港
禁
止
、(

２)

食
糧
品
は
、
日
本
国
内
市
場

で
不
足
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
輸
出
禁
止
に
対
し
て
条
約
諸
国
が
同
意
す
る
こ
と
、

(

３)

日
本
の
幣
制
の
変
更

(

�)

。
こ
れ
ら
の
提
案
に
対
す
る
英
国
側
の
回
答
は
次
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
１)

英
国
政
府
は
、
軍
艦
に
対
す
る
い
か
な
る
制
限
に
も
同
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意
し
な
い
。
と
同
時
に
、
軍
艦
の
日
本
の
港
へ
の
寄
港
は
特
別
な
場
合
に
限
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
表
明
し
た
。
２)

英
国
側
は
、
食
糧
品
の
国
外
輸
出
に
対
す
る
制

限
に
同
意
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
制
限
は
不
作
そ
の
他
の
否
定
的
要
素
に
よ
る
や
む

を
得
な
い
一
時
的
な
対
策
と
見
な
し
、
在
日
英
国
代
表
の
同
意
を
得
た
上
で
そ
の
制

限
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
３)

こ
の
問
題
は
詳
細
な
検
討
を
要
し
、
英
国

の
関
係
各
分
野
と
協
議
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
問
題
は
権
利
と

公
正
の
立
場
か
ら
決
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

(

�)

。

在
ロ
ン
ド
ン
の
ロ
シ
ア
大
使
の
外
交
至
急
便
に
は
多
く
の
様
々
な
情
報
が
含
ま
れ

て
い
る
。
ス
エ
ズ
か
ら
の
日
本
使
節
団
の
移
動
ル
ー
ト
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
の
果
た
し

た
役
割
、
日
本
人
が
訪
れ
た
場
所
、
使
節
団
の
ロ
ン
ド
ン
到
着
、
使
節
団
が
ブ
ル
ッ

ク
・
ス
ト
リ
ー
ト
で
宿
泊
し
た
ホ
テ
ル
、
使
節
団
の
構
成
、
晩
餐
が
一
度
ロ
シ
ア
式

で
あ
っ
た
こ
と
、
日
本
人
が
果
物
、
シ
ャ
ン
ペ
ン
を
好
み
、
身
だ
し
な
み
に
入
念
で

あ
り
、
子
供
が
好
き
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
。
と
り
わ
け
ロ
シ
ア
大
使
は
、
団
員
の
中

に
一
人
、
注
目
に
値
す
る
も
の
は
す
べ
て
漏
ら
さ
ず
ス
ケ
ッ
チ
す
る
人
間
が
い
る
こ

と
を
伝
え
て
い
る
。
ロ
シ
ア
代
表
の
報
告
か
ら
、
四
月
三
〇
日
ホ
テ
ル
に

｢

三
人
の

大
臣
と
次
官
一
人

【

正
使
・
竹
内
保
徳
、
副
使
・
松
平
康
直
、
目
付
・
京
極
高
朗
と

外
国
奉
行
支
配
組
頭
・
柴
田
貞
太
郎
の
こ
と】｣

、
役
人
十
八
人
、
医
師
、
従
僕
十
四
、

五
人
が
入
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
彼
ら
の
荷
物
は
お
よ
そ
二
百
個
か
ら
成
っ
て
い
た

(

�)。
特
に
注
目
に
値
す
る
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
が
、
食
事
、
接
待
、
宿
泊
、

そ
の
他
に
伴
う
英
国
側
の
出
費
で
、
具
体
的
な
数
字
が
ポ
ン
ド
と
シ
リ
ン
グ
で
挙
げ

て
あ
る
。
ま
た
、
使
節
団
を
女
王
は
引
見
し
な
か
っ
た
こ
と
、
親
書
の
授
受
に
当
た
っ

て
は
使
節
団
は
特
別
な
儀
礼
服
に
着
替
え
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
使
節
た
ち
は

ロ
ン
ド
ン
在
任
の
外
交
団
お
よ
び
外
国
外
交
官
と
交
流
し
た
。
ジ
ェ
ー
ロ

【

フ
ァ
イ

ル
の
こ
と
。
史
料
の
保
存
単
位】

の
中
に
使
節
の
名
刺
二
枚
が
保
存
さ
れ
て
い
て
、

ロ
ン
ド
ン
の
ロ
シ
ア
大
使
と
使
節
団
の
代
表
者
た
ち
と
が
直
接
接
触
し
た
こ
と
を
裏

付
け
て
い
る
。
名
詞
の
一
枚
に
は
、
英
語
で
横
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
：

｢
(

一
行
目)

T
ake

no
O
uchi

Shim
odzukeno

K
am
i,
(

二
行
目)

E
nvoy

E
xtraordinary

v.
M
inister

P
lenipotentiary,

(

三
行
目)

of
H
.M
.
the

T
ycoon

of
Japan

｣

。
こ
の
三
行
の
上
に
漢
字
で

｢

竹
内
下
野
守｣

と
書
い
て
あ

る
が
、
最
後
の
漢
字

｢

守｣

だ
け
が
行
書
体
に
な
っ
て
い
る

(

�)

。
目
立
つ
の
は
、
英
語

と
日
本
語
が
合
致
し
て
い
な
い
こ
と
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て

【

日
本
語
に
該
当

す
る】

習
慣
的
な
語
が
全
く
な
く
、｢

特
別
使
節
、
大
君
陛
下
の
全
権
大
臣｣

と
な
っ

て
い
る
。
二
枚
目
の
名
刺
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
そ
れ
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
通
例
と

な
っ
て
い
る
左
か
ら
右
に
向
か
う
方
向
で
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
：｢(

一
行
目)

M
atsudaira

Iw
am
ino
R
fvb,

(

二
行
目)

M
inister

P
lenipotentiary,

(

三
行

目)
of
the
T
ycoon

of
Japan

｣

。
一
枚
目
と
全
く
同
じ
く
、
こ
の
三
行
の
上
に

｢

松
平
石
見
守｣

と
書
か
れ
て
い
る

(

�)

。
も
し
名
刺
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
手
に
し
た
場

合
、
名
刺
は
横
に
持
た
れ
、
習
慣
で
左
か
ら
右
の
方
向
で
読
む
で
あ
ろ
う
。
日
本
人

が
手
に
持
っ
た
場
合
は
、
上
か
ら
下
に
向
か
っ
て
、
左
か
ら
右
に
読
ま
れ
、
名
刺
自

体
は
縦
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
名
刺
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
訪
問
の
た
め
に
特
別
に
印

刷
さ
れ
、
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
と
英
語
の
そ
れ
と
が
対
応
し
て
い
な
い
こ

と
に
は
特
に
気
が
配
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。

覚
書
が
調
印
さ
れ
て
数
日
後
、
日
本
使
節
団
は
オ
ラ
ン
ダ
に
発
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ

か
ら
の
外
交
至
急
便
は
、
オ
ラ
ン
ダ
国
王
の
日
本
使
節
団
歓
迎
式
典
の
模
様
が
詳
細

に
報
告
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
全
部
で
十
一
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る

(

�)

。

使
節
団
全
員
の
名
簿
が
記
載
さ
れ
、
オ
ー
ル
コ
ッ
ク
に
同
行
し
て
ロ
ン
ド
ン
に
到
着

し
た
モ
リ
ヤ
マ
・
タ
キ
キ
チ
ロ

(M
ori-yam

a
T
akisiro

(

�))

と
フ
チ
ノ
ベ
・
ト
ク

ゾ

(F
utsinobe

T
okuzo
(

�))

が
英
国
で
使
節
団
に
遅
れ
て
合
流
し
、
使
節
団
は
三

十
六
人

(
役
人
二
十
二
人
、
従
僕
十
四
人)

で
あ
っ
た
の
が
、
更
に
二
名
が
加
わ
っ

た
た
め
、
総
数
三
十
八
人
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ヂ
ェ
ー
ロ
の
中
に
、

一
八
六
二
年
七
月
三
日
と
五
日
付
で
日
本
の
紋
章
が
三
つ
描
か
れ
た
多
色
刷
り
の
メ

ニ
ュ
ー
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ロ
シ
ア
側
は
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
あ
り
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な
が
ら
、
日
本
使
節
団
が
オ
ラ
ン
ダ
で
饗
応
さ
れ
た
内
容
、
受
け
入
れ
の
レ
ベ
ル
に

つ
い
て
明
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
、
使
節
団
受
け
入
れ
の
よ
り
良
い
下
準
備
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

ユ
リ
ウ
ス
暦

【
旧
暦
、
露
暦】

七
月
二
日
ゴ
ル
チ
ャ
コ
フ
宛
に
、
明
日
日
本
使
節

団
が
ベ
ル
リ
ン
に
発
つ
と
の
電
報

(

文
書
番
号№

48)

が
届
い
た

(

	)

。
使
節
団
は
七
月

一
九
日
ベ
ル
リ
ン
に
到
着
し
、
ホ
テ
ル
・
ブ
ラ
ン
デ
ブ
ル
グ

(B
randebourg)

に

入
っ
た
。
ド
イ
ツ
皇
帝
が
使
節
団
を
引
見
し
た
の
は
七
月
二
一
日
で
あ
る
。
式
典
の

次
第
は
オ
ラ
ン
ダ
で
の
そ
れ
よ
り
も
更
に
細
か
く
取
り
決
め
ら
れ
、
十
一
項
目
か
ら

成
り
、
前
夜
ド
イ
ツ
の
新
聞
紙
上
に
儀
典
官
グ
テ
ィ
ル
フ
リ
ー
ブ

(G
tillfrieb)

の

署
名
入
り
で
ゴ
シ
ッ
ク
体
で
印
刷
さ
れ
公
表
さ
れ
た
。
そ
の
切
り
抜
き
が
ジ
ェ
ー
ロ

の
中
に
あ
る

(


)

。

興
味
深
い
手
紙
が
一
通
あ
る
。
私
的
な
性
格
の
も
の
で
、
二
つ
折
り
に
さ
れ
た
あ

ま
り
大
き
く
な
い
サ
イ
ズ
の
普
通
の
紙
に
書
か
れ
た
も
の
で
、
日
付
は
一
八
六
二
年

八
月
二
日
、
書
い
た
の
は
ベ
ル
リ
ン
に
い
た
ロ
シ
ア
官
吏
で
あ
る
。
彼
は
手
紙
の
中

で
、｢

親
愛
な
る
深
く
尊
敬
す
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ア
レ
ク
セ
エ
ヴ
ィ
チ｣

な
る

人
物
に
宛
て
て
、
依
頼
さ
れ
て
い
た
日
本
使
節
団
の

｢

完
全
な
名
簿｣
を
送
る
こ
と

が
で
き
る
状
況
に
な
っ
た
、
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
名
簿
は
珍
し
い
も
の
で
、
漢
字

で
、
あ
る
い
は
手
紙
の
発
信
人
の
表
現
に
従
え
ば

｢

普
通
の
日
本
の
字｣

で
書
か
れ

て
い
る
。
発
信
人
は
、
ブ
ン
ゼ
ン
氏
を
通
し
て
、
日
本
人
か
ら
日
本
語
で
書
か
れ
た

名
簿
を
入
手
す
る
こ
と
を
幾
度
か
試
み
た
が
、
功
を
奏
さ
な
か
っ
た
。
ブ
ン
ゼ
ン
氏

は
、
日
本
人
は

｢

大
変
も
の
ぐ
さ
で
、
彼
ら
に
書
か
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る｣

と
言
っ
て
断
り
続
け
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
な
が
ら
日
本
人
が
も
の
ぐ
さ
で
あ
る
と
い
う

の
は
お
よ
そ
信
じ
が
た
い
。
お
そ
ら
く
、
使
節
団
の
上
層
部
か
ら
こ
の
件
に
関
し
て

何
ら
か
の
指
示
が
出
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
我
々
に
は
知
る
由
も
な
い
こ
の

手
紙
の
発
信
人
は
、
日
本
使
節
団
の
滞
在
を
記
念
し
て
オ
ラ
ン
ダ
で
出
版
さ
れ
た
本

を
入
手
し
た
こ
と
で
活
路
を
開
い
た
。
そ
の
本
に
は
、
使
節
団
の
メ
ン
バ
ー
の
姓
名

が
漢
字
で
記
載
し
て
あ
り
、
手
紙
の
発
信
人
は
、
そ
の
写
し
が
正
し
い
も
の
と
確
信

し
て
、
そ
れ
を
写
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
手
紙
の
書
き
手
は
中
国
語
あ

る
い
は
日
本
語
を
解
し
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
ド
イ
ツ
に
い
た
ロ
シ
ア
代

表
の
公
式
外
交
至
急
便
に
は
日
本
使
節
団
に
関
す
る
完
全
な
情
報
が
含
ま
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
不
明
の
書
き
手
が
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
伺
え
る
。

｢

私
は
局
に
書
く
こ
と
は
何
ら
な
い
、
何
故
な
ら
ば
、
モ
レ
ン
ゲ
イ
ム
伯
爵
の
公
式

外
交
至
急
便
に
付
け
加
え
う
る
こ
と
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る｣

。
書
き
手
は
、
モ

リ
ヤ
マ
・
タ
キ
チ
ロ

【

森
山
多
吉
郎】

の
到
着
に
特
に
一
文
を
記
し

｢

彼
と
は
日
本

で
も
っ
と
も
良
き
関
係
に
あ
っ
た

(

�)｣

と
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
人
は
日
本
使
節
団
を
暖

か
く
心
か
ら
受
け
入
れ
た
の
で
、｢

我
々
に
は
歓
待
に
関
し
て
プ
ロ
シ
ア
人
を
凌
駕

す
る
こ
と
は
不
可
能
だ

(

)｣

。
使
節
団
の
た
め
に
特
別
に
消
防
演
習
が
行
わ
れ
、
彼
ら

は
医
療
施
設
に
も
案
内
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

｢

昨
日
使
節
一
行
は
、
警
察
が
毎
週
行
っ
て
い
る
公
娼
検
査
に
招
待
さ
れ
た
。
数
百

人
の
裸
の
女
性
が
使
節
一
行
の
目
の
前
で
医
学
検
査
を
受
け
た
が
、
使
節
一
行
は
こ

れ
に
大
変
な
興
味
を
抱
き
、
彼
ら
は
最
後
の
最
後
ま
で
留
ま
っ
て
い
た

(

�)｣

。
使
節
団

員
に
対
し
て
は
、
自
由
行
動
の
制
限
が
使
節
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ

て
い
る
。
特
に
夕
刻
六
時
以
降
は
、
受
け
入
れ
側
か
ら
劇
場
あ
る
い
は
遊
興
施
設
に

招
待
を
受
け
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
宿
泊
場
所
を
勝
手
に
離
れ
る
こ
と
は
禁
止
さ

れ
た
。
日
本
人
に
ド
イ
ツ
は
大
変
気
に
入
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
ロ
シ
ア
へ
の
出
発

が
延
期
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
予
定
通
り
八
月
五
日
火
曜
日
出
発
と
な
っ
た
こ
と
に

手
紙
の
書
き
手
は
満
足
の
意
を
述
べ
て
い
る

(

�)

。

ロ
シ
ア
側
は
、
儀
式
次
第
お
よ
び
歓
待
に
関
す
る
情
報
は
す
べ
て
収
集
し
て
い
た

の
で
、
使
節
団
受
け
入
れ
の
準
備
を
予
め
進
め
た
。
賓
客
を
先
に
迎
え
た
国
々
の
経

験
が
考
慮
さ
れ
た
。
更
に
、
一
八
六
二
年
一
月
事
務
覚
書

【
����

��
�
	


�	�

��	】

が
作
成
さ
れ
た
が
、
添
え
書
き
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
作
成
者
は
ヤ
マ
ト
フ

【

橘

耕
斎
の
こ
と
。
ロ
シ
ア
名
は
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ヨ
シ
フ
ォ
ヴ
ィ
チ
・
ヤ
マ
ト
フ】

で
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あ
る
。
文
書
は

｢

日
本
に
お
け
る
外
国
使
節
応
接｣

と
題
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ

シ
ア
の
外
交
関
係
者
は
、
Ｉ
・
Ａ
・
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
に
よ
っ
て
日
本
か
ら
運
び
出
さ

れ
、
外
務
省
ア
ジ
ア
局
の
官
吏
と
な
っ
た
こ
の
日
本
人
を
使
節
団
の
受
け
入
れ
準
備

に
参
加
さ
せ
る
と
い
う
、
類
い
希
な
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
。
こ
こ
で
一
つ
疑
問
が

生
じ
る
。
将
軍
の
館
で
の
外
国
使
節
の
歓
迎
式
典
に
つ
い
て
ど
う
し
て
知
り
え
た
の

で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
も
し
ヤ
マ
ト
フ
自
身
が
プ
チ
ャ
ー

チ
ン
伯
爵
の
使
節
団
の
一
部
と
共
に
日
本
を
後
に
し
た
と
し
た
ら
、
そ
の
頃
は
諸
外

国
と
の
公
式
的
関
係
が
や
っ
と
端
緒
に
就
い
た
ば
か
り
の
時
期
だ
か
ら
で
あ
る
。
文

中
で
は

｢

皇
帝｣

が
言
及
対
象
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
の｢

皇
帝｣

(

天
皇)

は
一

人
た
り
と
も
外
国
使
節
を
引
見
し
て
い
な
い
。｢

タ
イ
ク
ン｣

と
い
う
言
い
方
は
用

い
ら
れ
て
い
な
い
。
幾
つ
か
の
項
目
に
つ
い
て
も
疑
問
が
生
じ
る
。
例
え
ば
第
七
項

は

｢

宮
廷
で
は
儀
仗
兵
が
使
節
に
随
行
し
、
民
衆
が
道
路
を
横
切
ら
な
い
よ
う
監
視

す
る
。
横
切
っ
た
場
合
に
は
侮
辱
さ
れ
た
と
使
節
が
受
け
取
る
可
能
性
が
あ
る

(

�)｣

。

事
務
覚
書

【
���

�
��
�
	


�	�

��	】

の
こ
の
条
項
は
、
一
定
の
時
期
に
将
軍
の
都
、

江
戸
を
訪
問
す
る
義
務
の
あ
っ
た
大
名
行
列
の
伝
統
と
や
り
方
が
反
映
さ
れ
た
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
規
則
を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
英
国
商
人
リ
チ
ャ
ー
ド
ソ
ン

は
、
江
戸
か
ら
九
州
に
帰
る
途
中
の
、
日
本
で
最
も
強
大
な
公
の
一
人
で
あ
る
薩
摩

藩
主
島
津
久
光

(1817-1887)

に
不
敬
を
働
い
た
と
し
て
命
を
落
と
す
こ
と
に
な
っ

た
。
事
件
が
起
き
た
の
は
、
日
本
使
節
団
が
ま
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
い
た
時
で

(

一
八

六
二
年
九
月
一
四
日
生
麦
事
件)

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
否
定
的
な
反
応
を
呼
び
起
こ

し
た
。
皇
帝
の
冠
に
つ
い
て
の
言
及
も
不
可
解
で
あ
る
。
最
後
の
十
七
項
に
次
の
よ

う
に
述
べ
て
あ
る
：｢

最
後
に
皇
帝
が
使
節
に
別
れ
の
日
を
指
定
す
る
…
…
、
そ
の

際
皇
帝
は
通
常
冠
を
付
け
な
い

(

�)｣

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
冬
宮
で
の
日
本
使
節
団
応

接
の
際
に
は
こ
の
文
書
の
中
の
多
く
が
実
際
に
参
考
に
さ
れ
た
。
つ
ま
り
紅
茶
と
菓

子
に
よ
る
接
待
、
皇
太
子
へ
の
訪
問
、【

ロ
シ
ア】

皇
帝
に
謁
見
し
た
後
に
首
都
の

名
所
見
学
。
註
の
中
で
ヤ
マ
ト
フ
は
、
使
節
団
の
宿
泊
先
の
室
内
の
準
備
に
つ
い
て

述
べ
、
野
菜
、
新
鮮
な
魚
、
菓
子
、
酒
は
常
に
供
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

し
て
い
る
。
覚
書
の
最
後
を
彼
は
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。｢

部
屋
の
作

り
・
調
度
に
つ
い
て
は
、
部
屋
が
決
ま
っ
て
必
要
な
物
全
て
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
、

私
が
日
本
人
の
好
み
に
合
わ
せ
て
満
足
い
く
も
の
に
仕
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る

(

�)｣

。

日
本
使
節
へ
の
贈
り
物
と
し
て
ア
ジ
ア
局
の
注
文
で
、
ゴ
シ
ケ
ヴ
ィ
チ
が
ヤ
マ
ト

フ
と
協
同
し
て
出
版
準
備
を
進
め
て
い
た
露
和
辞
書

【『

和
魯
通
言
比
考』

の
こ
と】

が

｢

金
の
聖
像｣

を
付
し
て
四
部
製
本
さ
れ
た
。
こ
の
仕
事
に
対
し
て
一
八
六
二
年

六
月
二
〇
日
製
本
工
ク
ラ
ウ
ト
に
九
ル
ー
ブ
ル
二
十
コ
ペ
イ
カ
が
銀
貨
で
支
払
わ
れ

た

(

�)

。外
務
省
ア
ジ
ア
局
は
一
八
六
二
年
七
月
二
日
海
軍
省
に
、
日
本
使
節
団
を
サ
ン
ク

ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
送
り
届
け
る
た
め
に
政
府
の
汽
船
を
シ
ュ
チ
ェ
チ
ン

(

ド
イ

ツ)
【

シ
ュ
テ
ッ
チ
ン
と
も】

に
差
し
向
け
る
よ
う
海
軍
省
に
伝
え
た

(

�)

。
船
が
シ
ュ

チ
ェ
チ
ン
に
は
七
月
一
〇
日
に
到
着
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
が
、
着
い
た
の
は

一
日
遅
れ
の
七
月
三
日
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ア
局
は
海
軍
省
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
へ
の

出
航
し
ば
ら
く
見
合
わ
せ
、
指
示
が
あ
り
次
第
直
ち
に
出
航
す
べ
く
万
端
の
準
備
を

整
え
て
お
く
よ
う
要
請
し
た

(

�)

。
使
節
団
の
荷
物
の
通
関
手
続
き
に
つ
い
て
の
海
軍
省

の
問
い
合
わ
せ
に
対
し
て
は
、
使
節
と
そ
の
随
行
員
い
ず
れ
の
荷
物
も
支
障
な
く
通

す
よ
う
に
と
の
指
示
が
出
さ
れ
た

(

�)

。
日
本
使
節
団
を
ド
イ
ツ
で
出
迎
え
ロ
シ
ア
ま
で

随
行
す
る
た
め
に
七
月
九
日
ア
ジ
ア
局
に
よ
り
特
別
に
七
等
文
官
オ
ス
テ
ン
・
サ
ケ

ン
男
爵
が
任
命
さ
れ
た

(

	)

。
海
軍
省
は
七
月
一
〇
日
ア
ジ
ア
局
に
対
し
て
、
使
節
団
の

搬
送
に
フ
リ
ゲ
ー
ト
艦
ス
メ
ー
ル
イ
号
が
任
命
さ
れ
た
こ
と
、
外
務
省
派
遣
の
官
吏

を
乗
せ
て
七
月
一
二
日
に
シ
ュ
チ
ェ
チ
ン
に
向
け
出
発
す
る
、
と
伝
え
た
。
七
月
二

二
日
付
の

『
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
報
知』

紙

(№
159)

は
、｢

ス
メ
ー
ル
イ

号
は
大
き
な
外
輪
船
で
、
立
派
な
仕
上
げ
の
広
い
船
室
が
あ
り
、
多
人
数
の
使
節
団

一
行
を
乗
せ
る
に
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い｣

と
報
道
し
て
い
る
。
海
軍
省
か
ら
は
モ
ジ
ャ

イ
ス
キ
ー
少
佐
が
同
船
に
乗
り
組
む
こ
と
が
ア
ジ
ア
局
に
伝
え
ら
れ
た
。
使
節
団
一
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行
の
艦
内
で
の
室
割
り
に
関
し
て
ス
テ
ン
・
サ
ケ
ン
男
爵
は
モ
ジ
ャ
イ
ス
キ
ー
少
佐

の
指
示
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
艦
長
に
は
レ
ヴ
ィ
ツ
キ
ー
海
軍
中
佐
が
任
命

さ
れ
た

(


)
。
外
務
省
か
ら
の
官
吏
を
含
め
て
今
回
派
遣
さ
れ
る
者
全
員
が
ク
ロ
ン
シ
ュ

タ
ッ
ト
に
移
動
す
る
た
め
に

｢

七
月
一
二
日
午
後
四
時
ま
で
に
英
国
河
岸
通
り
に
汽

船
イ
リ
メ
ニ
号
が
用
意
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

(

�)｣

。
そ
し
て
七
月
二
四
日
に
は
ベ
ル

リ
ン
か
ら
、
日
本
使
節
団
が
午
前
中
に
ド
イ
ツ
の
首
都
ベ
ル
リ
ン
を
出
て
、
同
日
夕

刻
シ
ュ
チ
ェ
チ
ン
か
ら
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
向
か
う
船
の
出
発
を
待
っ
て

い
る
、
と
の
知
ら
せ
が
入
っ
た
。
一
日
遅
れ
の
七
月
二
五
日
、
夕
刻
八
時
に
日
本
の

賓
客
を
乗
せ
た
汽
船
ス
メ
ー
ル
イ
号
が
ス
ヴ
ィ
ネ
ミ
ュ
ン
デ

(

港)

を
出
航
し
サ
ン

ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
向
か
っ
た
、
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
。
一
八
六
二
年
八
月1

日
付
の

『

サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
報
知』

(№
166)

は
ス
メ
ー
ル
イ
号
へ
の
日

本
の
賓
客
の
乗
船
と
彼
ら
の
荷
物
の
積
み
込
み
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
興
味
深
い

詳
細
を
伝
え
て
い
る
。｢

三
百
個
以
上
と
思
わ
れ
る
箱
と
梱
の
積
み
込
み
が
終
わ
っ

た
時
、
使
節
全
員
が
木
の
籠
に
似
た
一
つ
の
箱
の
こ
と
を
非
常
に
気
に
掛
け
て
い
た
。

そ
の
箱
に
は
親
書
と
条
約
の
写
し
が
納
め
ら
れ
て
い
て
、
使
節
の
一
人
は
箱
を
指
し

な
が
ら

｢

こ
れ
は
私
の
命
だ｣

と
何
回
も
言
っ
た
。
金
の
入
っ
た
櫃
は
誰
も
気
に
掛

け
て
い
な
か
っ
た
。
実
際
櫃
は
二
十
プ
ー
ド

【≒
326.7kg

】

も
あ
っ
て
、
ス
ヴ
ィ

ネ
ミ
ュ
ン
デ

(

港)

の
埠
頭
に
無
造
作
に
置
か
れ
て
は
い
た
が
、
持
ち
去
る
こ
と
は

簡
単
で
は
な
か
っ
た｣

。

海
軍
省
監
査
局
は
外
務
省
ア
ジ
ア
局
に
、
日
本
か
ら
の
客
を
運
ぶ
た
め
に
汽
船
ス

ト
レ
リ
ナ
号
が
七
月
二
六
日
午
後
六
時
英
国
河
岸
通
り
か
ら
ク
ロ
ン
シ
タ
ト
に
向
か

う
こ
と
を
前
も
っ
て
知
ら
せ
た
。
同
船
に
は
、
ク
ロ
ン
シ
タ
ト
で
の
出
迎
え
の
任
に

当
た
る
人
た
ち
を
乗
せ
て
出
発
し
た
。
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
英
国
河
岸
通

り
へ
の
到
着
は
七
月
二
八
日
午
後
二
時
が
予
定
さ
れ
て
い
た

(

�)

。

日
本
使
節
団
の
到
着
は
す
べ
て
の
高
官
に
知
ら
さ
れ
た
。
一
八
六
二
年
七
月
二
八

日
タ
タ
リ
ノ
フ
の
署
名
の
入
っ
た

｢

至
急｣

電
報
が
急
使
に
よ
っ
て
、
ペ
テ
ル
ゴ
ー

フ
の
マ
ネ
ジ
ナ
ヤ
通
り
に
あ
る
イ
グ
ナ
チ
エ
フ
の
別
荘
に
届
け
ら
れ
た
。
電
報
は
、

昨
七
月
二
七
日
ク
ロ
ン
シ
タ
ト
に
日
本
使
節
団
が
午
後
二
時
に
到
着
し
た
こ
と
を
伝

え
た

(

)

。
日
本
使
節
団
の
到
着
前
夜
、
海
軍
省
監
査
局
は
、
ク
ロ
ン
シ
タ
ト
港
に
ス
メ
ー
ル

イ
号
が
到
着
し
た
瞬
間
に
い
か
な
る
配
慮
の
印

【
��
��

��
�
�
��
�
	】

を
示
す
べ
き

か
に
つ
い
て
国
内
交
通
局
に
問
い
合
わ
せ
た
。
そ
れ
に
対
す
る
返
答
は
、
海
軍
大
将

プ
チ
ャ
ー
チ
ン
伯
爵
お
よ
び
ポ
シ
エ
ト
大
佐
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
日
本
高
官
を
外
国

代
表
が
迎
え
る
場
合
に
は
大
砲
に
よ
る

｢

一
般
的
な
国
家
礼
砲
が
放
た
れ
る
。
一
方

日
本
側
か
ら
の
そ
の
よ
う
な
配
慮
の
印

【
��
��

��
�
�
��
�
	】

を
外
国
人
は
受
け
て

い
な
い

(

�)｣

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
監
査
局
が
更
に
、｢

我
国
の
船
で
到
着
予
定
の

日
本
使
節
に
対
し
て
、
海
軍
と
し
て
の
い
か
な
る
か
た
ち
の
表
敬
を
な
す
べ
き
か｣

を
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
文
官

【

�

�
�

���
�
��
���

�
�
��

�】

お
よ
び
陸
軍

関
係
者
に
対
す
る
表
敬
に
関
す
る
海
軍
憲
章
の
部
分
が
参
考
の
た
め
に
送
ら
れ
て
き

た
。
例
え
ば
、
陸
軍
元
帥
お
よ
び
全
権
大
使
に
対
し
て
は
礼
砲
十
五
発
、
陸
軍
少
将
、

代
理
公
使
、
総
領
事
に
対
し
て
は
礼
砲
九
発
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た

(

�)

。
こ
の
件
に

関
し
て
は
、
日
本
使
節
団
を
既
に
受
け
入
れ
た
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
そ
の
他
の
国

の
ロ
シ
ア
代
表
か
ら
の
外
交
至
急
便
の
中
の
情
報
も
活
用
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
マ
ル

セ
イ
ユ
で
は
大
砲
に
よ
る
礼
砲
が
十
七
発
、
英
国
で
使
節
団
が
ウ
ー
リ
ッ
チ

(W
oollw

ich)

兵
器
庫
を
訪
問
し
た
際
に
は
礼
砲
十
九
発
が
放
た
れ
て
い
る

(

�)

。
ク

ロ
ン
シ
タ
ト
に
近
づ
い
た
公
海
上
で
日
本
使
節
団
に
対
し
て
一
一
一
門
装
備
の
ス
ク

リ
ュ
ー
艦

｢

皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
一
世｣

号
か
ら
十
五
発
の
礼
砲
が
放
た
れ
、
そ
れ
に
対

し
て

｢
同
数
の
答
礼｣

が
為
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
礼
砲
に
関
し
て
ロ
シ
ア
側
は
次

の
海
軍
憲
章
八
九
二
節
に
則
っ
た
。｢

非
海
軍
勤
務
者
に
対
し
て
為
さ
れ
る
礼
砲
は

次
の
如
し
：
陸
軍
元
帥
、
総
司
令
官
、
全
権
大
使
に
対
し
て
は
、
海
軍
元
帥
と
同
等

に
十
五
発
と
す
る

(
�)｣

。

使
節
団
は
宮
廷
付
き
の
汽
船
ス
テ
レ
リ
ナ
号
で
到
着
、
荷
物
は
二
隻
の
汽
船
ス
ラ
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ヴ
ャ
ン
カ
号
と
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
号
で
運
ば
れ
た
。

日
本
使
節
団
が
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
市
中
に
入
る
際
の
儀
式
次
第
が
、
皇
帝
が
定
め
た

通
り
に
作
成
さ
れ
た
。
一
八
六
二
年
七
月
一
九
日
、
宮
廷
省
の
儀
典
文
書
発
送
管
理

官
の
署
名
入
り
で
、
儀
式
次
第
が
決
定
さ
れ
た
こ
と
と
印
刷
さ
れ
た
三
部
が
至
急
便

で
ア
ジ
ア
局
に
発
送
さ
れ
た

(

�)

。
儀
典
官
・
四
等
官
シ
ェ
レ
メ
チ
ェ
フ
が
日
本
使
節
団

の
先
導
者
に
任
命
さ
れ
、
儀
典
補
佐
役
と
外
務
省
官
吏
を
伴
っ
て
、
使
節
団
出
迎
え

と
随
行
の
た
め
ク
ロ
ン
シ
タ
ト
に
向
か
っ
た
。
使
節
団
の
主
要
メ
ン
バ
ー
と
出
迎
え

側
は
宮
廷
付
き
の
船
の
中
で
饗
応
を
受
け
た
後
、
ク
ロ
ン
シ
タ
ト
港
を
出
て
ペ
テ
ル

ブ
ル
グ
に
向
か
っ
た
。
従
僕
と
荷
物
は
、
使
節
た
ち
が
ロ
シ
ア
の
首
都
に
到
着
す
る

ま
で
に
他
の
船
で
搬
送
さ
れ
た
。
英
国
河
岸
通
り
の
埠
頭
に
は

｢

旗
と
音
楽
の
演
奏

下
に
歩
兵
中
隊
が
表
敬
の
た
め
に｣

整
列
し
て
い
た
。
随
行
役
に
は
騎
兵
中
隊
と
憲

兵
隊
が
任
命
さ
れ
た
。
埠
頭
で
は
様
々
な
省
庁
の
要
職
者
が
多
数
出
迎
え
た
。
興
味

深
い
の
は
、
使
節
団
の
メ
ン
バ
ー
と
ロ
シ
ア
側
の
官
吏
の
乗
っ
た
馬
車

【

以
下
、
ロ

シ
ア
語
原
語
は
全
て
箱
馬
車
を
意
味
す
る
語�����

だ
が
、
多
出
す
る
上
に
、
日
本

語
と
し
て
は
、｢

箱
馬
車｣

を
繰
り
返
す
の
は
わ
ず
ら
わ
し
い
の
で
、
単
に
馬
車
と

し
た】

の
そ
れ
ぞ
れ
の
配
置
で
あ
る
。
先
頭
の
四
頭
立
て
の
四
席
の
馬
車
に
乗
り
込

ん
だ
の
は
、
儀
典
補
佐
官
ア
バ
ザ
氏
と
ゴ
ル
ブ
ツ
ォ
フ
氏
、
ア
ジ
ア
局
官
吏
ヤ
マ
ト

フ
氏
、
日
本
使
節
団
下
級
医
師
カ
ヴ
ァ
サ
キ
・
ド
ミ
ン

【

川
崎
道
民】

で
あ
っ
た
。

二
台
目
の
馬
車
に
乗
っ
た
の
は
、｢

日
本
使
節
団
書
記
ミ
ツ
ィ
ク
リ
・
シ
ュ
ヘ
イ

【

箕
作
秋
坪】

、
マ
ツ
ィ
キ
・
コ
ア
ン

【

松
木
弘
安】

、
お
よ
び
オ
オ
タ
・
ゲ
ン
ザ
ブ

ロ
オ

【

太
田
源
三
郎】

と
フ
ァ
ク
ハ
ラ
・
ウ
キ
チ

【

福
沢
諭
吉
か】

の
二
名
の
通
訳｣

で
あ
る
。
使
節
団
と
ロ
シ
ア
側
の
随
行
者
用
に
全
部
で
八
台
の
馬
車
が
充
て
ら
れ
た
。

六
台
目
の
馬
車
に
乗
っ
た
の
は
、｢

ヒ
ダ
カ
・
カ
イ
ツ
ザ
ブ
ロ

【

日
高
圭
三
郎】

、
目

付
シ
バ
タ
・
サ
ダ
タ
ロ
ウ

【

柴
田
貞
太
郎】

、
お
よ
び
、
ア
ジ
ア
局
官
吏
七
等
官
イ

エ
ッ
セ
ン
、
五
等
官
タ
タ
リ
ノ
フ
の
二
名｣

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
に
最
後
の
二
台
が

士
官
付
き
の
騎
兵
小
隊
の
後
に
続
い
た
。
六
台
目
の
馬
車
は
そ
れ
よ
り
前
の
馬
車
と

は
異
な
り
六
頭
立
て
で
、
乗
っ
た
の
は

｢

二
名
の
下
級
公
使
ケ
イ
ゴ
ク
・
ノ
ト
ノ
・

カ
ミ

【

京
極
能
登
守】

と
マ
ツ
ィ
ダ
イ
ラ
・
イ
ヴ
ァ
ミ
ノ
・
カ
ミ

【

松
平
石
見
守】

、

お
よ
び
儀
典
書
類
発
送
管
理
官
・
四
等
官
ク
ド
リ
ャ
ツ
ェ
フ｣

で
あ
っ
た
。
最
後
の

八
台
目
も
同
じ
く
六
頭
立
て
で
、｢

日
本
公
使
タ
ケ
ナ
ウ
チ
・
シ
モ
ツ
ケ
ノ
・
カ
ミ

【

竹
内
下
野
守】

、
そ
の
向
か
い
に
、
使
節
団
先
導
役
の
儀
典
官
シ
ェ
レ
メ
チ
ェ
フ｣

で
あ
っ
た
。
騎
兵
二
個
小
隊
が

｢

列｣

の
最
後
を
締
め
く
く
っ
た
。
定
め
ら
れ
た
移

動
ル
ー
ト
は
、
埠
頭
か
ら
英
国
河
岸
通
り
、
イ
サ
ー
ク
広
場
と
海
軍
広
場
を
経
て
、

皇
帝
の
館
で
あ
る
冬
宮
の
前
を
通
っ
た
後
、
宮
河
岸
通
り
を
経
て
離
宮

【

原
語
は

�
��
�	

��

�����

＝｢

予
備
の
宮
殿｣

の
意
。
一
七
二
〇
年
代
顧
問
官�

�	�


�

�
��
��



ム
ー
シ
ン
・
プ
ー
シ
キ
ン
の
私
邸
と
し
て
建
て
ら
れ
、
そ
の
後
十
八
世
紀

の
末
に
は
パ
ー
ヴ
ェ
ル
一
世
の
四
等
宮
内
官�

����
	��

ク
タ
イ
ソ
フ
伯
爵
の
、
続

い
て
元
老
院
議
員
・
商
務
相
長
官�

�
�
��
�	�


��
�
�
��



Ｐ
・
Ｉ
・
ム
ー
シ
ン
・

プ
ー
シ
キ
ン
伯
爵
の
私
邸
と
、
持
ち
主
が
代
わ
り
、
ニ
コ
ラ
イ
一
世
時
に
は
フ
ラ
ン

ス
大
使
館
の
所
有
、
一
八
三
九
年
か
ら
外
務
省
、
一
八
四
一
年
か
ら
は
宮
廷
の
管
轄

と
な
る
。
冬
宮
か
ら
は
宮
廷
通
り
沿
い
に
約
七
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
正
面
入
り
口
は
ネ

ヴ
ァ
川
側
。
一
八
六
七
―
七
四
年
に
大
改
築
を
行
い
、
完
成
後
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
三

世
の
第
三
子
ヴ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ヴ
ィ
チ
大
公
の
宮
殿

(
�����)

と
な
る
。
現
在
は
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー｢

学
者
の
家(�

��
��
�

�
�)｣

、
ド
ボ
ル
ツ
ォ
ー

バ
ヤ

(

宮
殿)

通
り
二
十
六
番
地

(�
����

����
� �
�
�,
26)】

に
向
か
う
と
い
う

も
の
だ
っ
た
。
離
宮
の
前
で
は
歩
兵
一
個
中
隊
か
ら
成
る
儀
仗
衛
兵
が
旗
と
音
楽
の

演
奏
家
下
使
節
団
の
到
着
を
待
っ
て
い
た
。
使
節
団
の
滞
在
中
は
出
立
す
る
ま
で
車

寄
せ
に
二
名
の
哨
兵
が
常
備
さ
れ
、
離
宮
の
車
寄
せ
と
階
段
で
外
務
省
の
官
吏
数
人

が
、
儀
典
の
間
で
は
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
の
警
務
司
令
官
が
、
公
使
た
ち
を

迎
え
た
。
使
節
団
が
到
着
語
し
ば
ら
く
し
て
そ
の
日
の
う
ち
に
軍
務
総
知
事
の
訪
問

が
あ
り
、
続
い
て
、
副
宰
相

【
!
�
�
���
�

�
 ��

以
下
こ
の
語
は
全
て
副
宰
相
と

訳
し
た
。
ゴ
ル
チ
ャ
コ
フ
公
爵】

と
宮
内
大
臣

【

ア
ド
レ
ル
ベ
ル
グ
伯
爵】

が
、
無
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事
到
着
を
祝
う
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
名
代
を
送
っ
た
た
め
、
到
着
し
た
日
に

外
務
次
官

【

セ
ニ
ャ
ー
ヴ
ィ
ン】

と
儀
典
長

【

四
等
文
官
ク
ド
ゥ
リ
ャ
ツ
ォ
フ】

が

使
節
た
ち
を
訪
問
し
た

(

�)

。

使
節
団
が
到
着
し
離
宮
に
入
っ
た
後
、
使
節
た
ち
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
か
れ
た
礼

状
を
ゴ
ル
チ
ャ
コ
フ
宛
に
送
っ
た
。
次
の
よ
う
に
言
う
。｢

謹
ん
で
貴
殿
に
以
下
の

こ
と
を
申
し
上
げ
ま
す
。
本
日
我
が
一
四
日

(

露
暦
二
八
日)

私
た
ち
は
本
宮
殿
に

同
行
の
者
共
々
到
着
い
致
し
ま
し
た
。
我
々
の
移
動
の
た
め
に
為
さ
れ
た
全
て
の
ご

指
示
は
ひ
と
え
に
貴
殿
の
ご
厚
意
の
賜
で
す
。
そ
の
こ
と
に
我
々
は
深
く
感
謝
す
る

次
第
で
す｣

。
そ
の
後
に
感
謝
の
言
葉
が
続
き
、
書
状
の
最
後
に
日
付
が
日
本
の
暦

に
従
っ
て
文
久
二
年
七
月
十
四
日
と
書
か
れ
て
い
る
。
オ
ラ
ン
ダ
語
か
ら
の
翻
訳
は

七
等
官
イ
エ
ッ
セ
ン
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た

(

�)

。
日
本
語
と
オ
ラ
ン
ダ
語
の
書
状
二
部
は

縦
長
の
灰
色
が
か
っ
た
封
筒
に
入
れ
ら
れ
封
が
さ
れ
て
い
た
。
封
筒
の
上
部
と
下
部

に
使
節
団
の
印
が
押
し
て
あ
る
。
書
状
は
、
本
文
の
み
な
ら
ず
三
人
の
使
節
の
姓
も

含
め
て
、
明
ら
か
に
書
記
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
、
署
名
は
使
節
に
よ
っ
て
ア

ナ
グ
ラ
ム

【

こ
の
言
葉
は
ロ
シ
ア
語
で
は
文
字
を
組
み
替
え
て
作
っ
た
一
種
の
謎
文

字
を
指
す】

の
形

(

花
押)

で
書
か
れ
て
い
る
。
書
状
は
予
め
下
準
備
さ
れ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
到
着
初
日
の
慌
た
だ
し
さ
の
中
で
書
状
に
取
り
掛
か
る
時
間
は

ま
ず
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

日
本
と
ロ
シ
ア
の
双
方
は
ロ
シ
ア
皇
帝
へ
の
謁
見
に
向
け
て
最
後
の
準
備
を
進
め

た
。
七
月
三
一
日
宮
内
大
臣
官
房

(

第
二
部)

は
副
宰
相

【
�
�
�
���

�	
�

��】

ゴ

ル
チ
ャ
コ
フ
公
爵
に
、
皇
帝
陛
下
は
日
本
使
節
団
に
対
す
る
謁
見
儀
式
を
八
月
二
日

午
後
一
時
に
指
定
な
さ
れ
た
、
と
伝
え
た

(

�)

。

七
等
官
イ
エ
ッ
セ
ン
は
、
ロ
シ
ア
皇
帝
に
宛
て
た
大
君
の
書
簡
の
写
し
を
オ
ラ
ン

ダ
語
か
ら
翻
訳
し
た
。

｢

謹
ん
で
皇
帝
陛
下
に

(

次
の
こ
と
を)

お
伝
え
す
る

我
が
国
の
高
官
ナ
ガ
イ
・
ゲ
ン
バ
ノ
・
カ
ミ

【

永
井
玄
蕃
頭】

、
イ
ヴ
ァ
セ
・

ホ
ゴ
ノ
・
カ
ミ

【

岩
瀬
肥
後
守】

、
イ
シ
ュ
ダ
・
ハ
ン
ザ
ブ
ロ

【

津
田
半
三
郎】

が
私
の
意
に
沿
っ
て
、
友
好
な
ら
び
に
通
商
関
係
に
関
し
て
貴
国
の
全
権
使
節

エ
ヴ
フ
ィ
ミ
イ
・
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
伯
爵
と
合
意
し
、
江
戸
に
お
い
て
条
約
を
交

換
し
て
以
来
、
両
帝
国
の
関
係
は
日
々
発
展
を
続
け
て
い
る
。

そ
れ
を
受
け
て
私
は
こ
の
書
簡
と
同
時
に
、
我
が
国
の
特
命
使
節
か
つ
全
権

大
臣
タ
ケ
ノ
ウ
チ
・
シ
モ
ツ
ケ
ノ
・
カ
ミ

【

正
使
・
竹
内
下
野
守】

、
全
権
大

臣
マ
ツ
ィ
ダ
イ
ラ
・
イ
ヴ
ァ
ミ
ノ
・
カ
ミ

【

副
使
・
松
平
石
見
守】

、
全
権
大

臣
キ
オ
ン
ゴ
ク
・
ノ
ト
ノ
・
カ
ミ

【

目
付
・
京
極
能
登
守】

そ
の
他
を
、
私
の

真
の
友
誼
の
気
持
ち
を
示
す
た
め
に
貴
国
に
派
遣
す
る
。
こ
れ
ら
三
名
は
私
が

特
に
選
ん
で
任
命
し
た
者
た
ち
で
あ
る
。
陛
下
に
お
か
れ
て
は
、
彼
ら
を
信
任

し
恩
愛
を
以
て
受
け
入
れ
あ
そ
ば
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
す
る
。

私
は
、
こ
の
機
会
が
陛
下
の
友
誼
心
を
深
め
る
こ
と
、
ま
た
、
陛
下
に
対
し

て
貴
帝
国
の
幸
福
と
繁
栄
を
願
う
も
の
で
あ
る
。｣

文
久
元
年
十
二
月
二
十
日

大
君
の
名
と
印

翻
訳
者

七
等
文
官

イ
エ
ッ
セ
ン

(

�)｣

こ
の
書
簡
は
一
八
六
二
年
七
月
三
一
日
使
節
た
ち
が
外
務
省
を
訪
問
し
た
際
に
彼

ら
か
ら
手
渡
さ
れ
た

(

�)

。

冬
宮
で
の
日
本
使
節
応
接
の
た
め
に
、
特
別
に

｢

皇
帝
陛
下
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ

た｣
儀
式
次
第
が
作
成
さ
れ
、
Ｎ
・
チ
ェ
リ
シ
チ
ェ
フ
に
よ
っ
て
七
月
二
七
日
宮
廷

省
儀
典
文
書
発
送
部
か
ら
関
係
各
方
面
に
印
刷
さ
れ
た
も
の
が
送
ら
れ
た
。
ひ
と
つ

は
フ
ラ
ン
ス
語
で
、
も
う
ひ
と
つ
は
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
た

(

�)

。
儀
式
次
第
に
よ
っ

て
、
使
節
団
の
馬
車
へ
の
分
乗
、
移
動
経
路
、
冬
宮
内
で
の
使
節
団
の
移
動
経
路
、

王
座
の
間
で
の
ロ
シ
ア
側
の
侍
従
と
日
本
使
節
団
の
配
置
、
謁
見
の
手
順
、
服
装
形

式
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
儀
式
次
第
は

｢

サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
誌｣

印
刷
所
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で
印
刷
さ
れ
た
。
離
宮
か
ら
の
行
列
の
移
動
コ
ー
ス
は
、
宮
廷
河
岸
通
り
、
冬
宮
前
、

冬
宮
の
内
庭
、
使
節
用
車
寄
せ
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
は
、
英
国
河
岸
通

り
の
埠
頭
で
の
出
迎
え
の
際
と
は
異
な
り
、
馬
車
は
八
台
で
は
な
く
、
九
台
が
用
意

さ
れ
た
。
先
頭
の
馬
車
に
乗
っ
た
の
は

｢

儀
典
補
佐
官
二
名
と
ア
ジ
ア
局
の
通
訳
二

名｣

で
あ
る
が
、
今
回
は
着
席
配
置
の
記
載
は
な
い
。
し
か
し
、
前
回
の
儀
式
次
第

に
注
意
す
れ
ば
、
誰
が
最
初
に
馬
車
に
乗
り
込
ん
だ
か
は
か
な
り
の
確
率
で
推
定
す

る
こ
と
が
出
来
る
。
前
回
の
埠
頭
で
の
出
迎
え
の
際
に
先
頭
馬
車
に
乗
り
込
ん
だ
の

は

｢

儀
典
補
佐
官
ア
バ
ザ
、
ゴ
ル
ブ
ツ
ォ
フ
両
氏
、
ア
ジ
ア
局
官
吏
ヤ
マ
ト
フ
氏
、

日
本
使
節
団
下
級
医
師
カ
ヴ
ァ
サ
キ
・
ド
ミ
ン

【

川
崎
道
民】｣

で
あ
っ
た
。
今
回

は
通
訳
は
二
名
で
あ
っ
た
。
う
ち
一
人
は
お
そ
ら
く
ヤ
マ
ト
フ
で
、
も
う
一
人
は
七

等
文
官
イ
エ
ッ
セ
ン

(

オ
ラ
ン
ダ
語)

と
想
定
し
て
よ
い
。
イ
エ
ッ
セ
ン
の
方
が
ヤ

マ
ト
フ
よ
り
位
階
が
上
で
あ
る
。
イ
エ
ッ
セ
ン
の
名
前
は
個
別
に
は
残
り
の
馬
車
の

ど
れ
に
も
記
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
謁
見
の
際
、
最
初
の
使
節
が
挨
拶
を
モ
リ
ヤ
マ

【

森
山
多
吉
郎】

が
オ
ラ
ン
ダ
語
に
訳
し
た
後
で
、
イ
エ
ッ
セ
ン
が
オ
ラ
ン
ダ
語
通

訳
と
し
て
出
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
が
先
頭
の
馬
車
に
乗
り
込
ん
だ
と
論
理
的
に
推

定
出
来
る
。
た
だ
、
彼
の
名
前
が
記
載
し
て
な
い
の
は
奇
妙
で
は
あ
る
が
。
英
国
河

岸
通
り
で
の
出
迎
え
の
際
に
は
彼
は
、
ヒ
ダ
カ
・
ケ
イ
ツ
ザ
ブ
ロ

【

日
高
圭
三
郎】

、

シ
バ
タ
・
サ
ダ
タ
ロ
ウ

【

柴
田
貞
太
郎】

、
お
よ
び
、
ア
ジ
ア
局
官
吏
七
等
官
イ
エ
ッ

セ
ン
と
共
に
六
台
目
の
馬
車
に
乗
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
今
回
ロ
シ
ア
側
で
名
前

が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
二
名
の
み
で
あ
る
。｢

儀
典
文
書
発
送
管
理
官
ク
ド

リ
ャ
ツ
ェ
フ

(

八
台
目
の
四
席
六
頭
立
て
の
馬
車
、
同
乗
者
は
使
節
キ
ョ
ー
ゴ
ク
・

ノ
ト
ノ
・
カ
ミ

【

京
極
能
登
守】

と
マ
ツ
ィ
ダ
ウ
ラ
・
イ
ヴ
ァ
ミ
ノ
・
カ
ミ

【

松
平

石
見
守】

の
二
名)

、
使
節
先
導
役
・
儀
典
官
シ
ェ
レ
メ
チ
ェ
フ

(

最
後
の
九
台
目

の
四
席
六
頭
立
て
の
馬
車
、
同
乗
者
は
第
一
使
節

【

正
使】

タ
ケ
ノ
ウ
チ
・
シ
モ
ツ

ケ
ノ
・
カ
ミ

【

竹
内
下
野
守】

の
み)

。
フ
ク
ザ
ヴ
ァ
・
ユ
キ
チ

【

福
沢
諭
吉】

は

使
節
団
の
通
訳
オ
タ
・
ゲ
ン
ザ
ブ
ロ

【

太
田
源
三
郎】

、
タ
チ
・
コ
サ
ク

【

立
広
作】

、

フ
ク
チ
・
ゲ
ン
イ
チ
ロ

【

福
地
源
一
郎】

と
共
に
三
台
目
の
馬
車
で
冬
宮
に
向
か
っ

た
。
使
節
団
は
冬
宮
で
正
面
階
段
か
ら
ニ
コ
ラ
イ
の
間
に
上
が
っ
た
。
そ
こ
で
儀
典

官
が
日
本
人
た
ち
を
迎
え
、
控
え
室
を
通
っ
て
、
ニ
コ
ラ
イ
の
休
息
室
に
入
り
、
そ

こ
で
ア
ジ
ア
局
長
、
宮
廷
財
務
長
官
、
儀
典
長
が
出
迎
え
た

(

�)

。

こ
こ
か
ら
最
後
ま
で
の
儀
式
次
第
に
は
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
て
、
手
書
き
の
補

遺
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
。
補
遺
で
は
特
に
、
書
簡
の
入
っ
た
箱
は
休
息
室
か
ら

更
衣
室
に
運
ば
れ
、
接
待
が
終
わ
る
ま
で
そ
こ
で
日
本
の
役
人
の
監
視
下
に
置
か
れ

る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
使
節
た
ち
は
着
替
え
た
後
、
そ
の
箱
と
共
に
謁
見

の
場
に
臨
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

紅
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
菓
子
の
接
待
を
受
け
た
後
、
使
節
た
ち
は
、
ニ
コ
ラ
イ
の
間

を
出
て
、
ポ
ン
ペ
イ
画
廊
、
元
帥
の
間
、
ペ
ト
ロ
フ
の
間
を
経
て
、
紋
章
の
間
に
向

か
い
、
そ
こ
で
謁
見
の
開
始
を
待
っ
た
。
皇
帝
は
使
節
た
ち
を
王
座
の
間
で
迎
え
た
。

皇
帝
は
、
皇
后
を
右
手
の
側
に
伴
っ
て
王
座
の
前
に
立
っ
て
い
た
。
皇
后
の
後
ろ
に

は
何
人
か
の
大
公
妃
が
、
皇
帝
の
後
ろ
に
は
皇
太
子
と
最
も
皇
位
に
近
い
皇
子
た
ち

が
立
っ
て
い
た
。
そ
の
傍
に
は
、
こ
れ
ら
王
位
継
承
者
か
ら
少
し
下
が
っ
て
、
宮
内

大
臣
、
副
宰
相
、
陸
軍
大
臣
、
軍
務
総
知
事
、
皇
帝
居
室
管
理
官

【
���

��
�
�	



�
�

�
�

���������	

������
��	
】

、
外
務
次
官

(

彼
が
日
本
皇
帝
の
親
書
を
皇
帝
か

ら
受
け
取
っ
た)

、
ア
ジ
ア
局
長
、
そ
の
他
が
立
っ
て
い
た
。
皇
后
と
大
公
妃
の
後

ろ
に
は
少
し
離
れ
て
女
官
、
侍
女
、
そ
の
他
が
立
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
側
近
の
最
後

に
侍
従
補
お
よ
び
侍
童
た
ち
が
い
た
。
王
座
の
間
の
左
側
に
は
、
軍
人
が
階
級
順
に
、

右
側
に
は
侍
女
全
員
と
そ
の
他
の
女
性
が
整
列
し
て
い
た
。
王
座
の
間
の
両
側
に
は

近
衛
中
隊
の
擲
弾
兵
が
整
列
し
て
い
た
。
男
性
は
す
べ
て
儀
礼
服
を
、
婦
人
は
ロ
シ

ア
衣
装
を
着
用
し
て
い
た
。
全
員
が
整
列
し
終
わ
っ
た
後
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
二
世

の
命
令
に
従
っ
て
、
儀
典
長
と
先
導
役
が
使
節
た
ち
を
広
間
に
引
き
入
れ
た
。
使
節

た
ち
は
広
間
の
中
央
に
進
み
出
る
と
、
そ
こ
で
立
ち
止
ま
り
、
そ
の
ま
ま
で
謁
見
の

開
始
を
待
っ
て
い
た
。
そ
の
時
儀
典
長
が
三
人
の
使
節
に
王
座
の
方
に
進
み
出
る
よ
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う
に
言
っ
た
。
王
座
の
間
に
三
人
の
使
節
は
並
ん
で
入
り
、
そ
の
後
を
随
員
の
長
が

書
簡
の
入
っ
た
箱
を
以
て
続
き
、
そ
の
後
か
ら
三
人
の
補
助
者
と
通
訳
が
入
っ
た
。

第
一
使
節

【

正
使】

は
王
座
に
近
づ
き
、
書
簡
を
箱
か
ら
取
り
出
し
、
日
本
語
で

挨
拶
を
述
べ
た
。
そ
れ
を
日
本
使
節
団
の
第
一
通
訳
モ
リ
ヤ
マ
・
タ
キ
チ
ロ

【

森
山

多
吉
郎】

が
オ
ラ
ン
ダ
語
に
訳
し
、
そ
れ
を
外
務
省
官
吏
七
等
文
官
イ
エ
ッ
セ
ン
が

ロ
シ
ア
語
に
訳
し
た
。
そ
の
後
で
第
一
使
節
が
皇
帝
に
書
簡
と
大
君
か
ら
の
贈
り
物

の
目
録
を
奉
呈
し
た
。
皇
帝
は
書
簡
を
と
目
録
を
副
外
務
大
臣
に
渡
し
た
。

大
君
の
書
簡
そ
の
も
の
は
ジ
ェ
ー
ロ
の
中
に
は
な
い
が
、
日
本
使
節
が
ア
レ
ク
サ

ン
ド
ル
二
世
に
述
べ
た
挨
拶
の
ロ
シ
ア
語
訳
は
保
存
さ
れ
て
い
る
。

｢

翻
訳

皇
帝
陛
下

大
君
の
意
を
受
け
て
、
本
日
私
た
ち
は
皇
帝
陛
下
に
お
目
見
え
す
る
名
誉
に
浴

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

条
約
締
結
以
来
、
両
帝
国
の
交
際
は
発
展
の
一
途
を
辿
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を

受
け
ま
し
て
大
君
は
、
大
君
ご
自
身
の
書
簡
を
進
呈
す
る
こ
と
で
、
ご
自
身
の

率
直
な
お
気
持
ち
を
示
し
、
条
約
に
含
ま
れ
て
い
る
取
り
決
め

【
������

�
�】

を
改
め
て
確
認
す
る

【�	
	�
�
	��
�】

よ
う
命
せ
ら
れ
た
。

こ
の
機
会
に
私
た
ち
は
、
陛
下
の
ご
安
寧
と
貴
国
民
の
幸
福
と
繁
栄
を
祈
り
ま

す

(

�)

。｣

鈴
木
健
夫
教
授
の
著
書
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
日
本
使
節
の
挨
拶
文

【

日
本
語】

は
、

上
に
挙
げ
た
ロ
シ
ア
語
訳
と
実
質
的
に
全
て
合
致
す
る
が
、
私
た
ち
か
ら
見
て
、
一

つ
だ
け
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
。
皇
帝
に
対
す
る
呼
び
か
け

｢
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
｣

が
、｢

皇
帝
陛
下｣

あ
る
い
は

｢

皇
帝
殿
下｣

で

は
な
く
、｢

皇
帝
閣
下｣

と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る

(

�)

。
ち
な
み
に
、
Ａ
・
Ｐ
・
ソ
コ

ロ
フ
の
論
文
の
翻
訳
で
は
称
号｢

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
｣

は

｢

皇
帝
陛
下｣

と
な
っ
て
い
る

(

�)

。
し
か
し
な
が
ら
お
そ
ら
く
、
か
つ
て
日
本

側
は
称
号

｢

殿
下｣

を
ロ
シ
ア
皇
帝
に
つ
い
て
用
い
て
い
た
。
繰
り
返
す
が
、
日
本

語
の
使
節
の
挨
拶
文
は
発
見
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
大
君
へ
の
ロ
シ

ア
皇
帝
か
ら
の
贈
り
物
を
受
け
取
っ
た
と
い
う
受
領
書
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は

使
節
団
が
ロ
シ
ア
外
務
大
臣
に
手
渡
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
表
題
は
日
本
語
で

次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。｢

魯
西
亞
帝
殿
下
よ
り
大
君
殿
下
に
贈
り
物
の
目
録

(

�)｣

。

ロ
シ
ア
側
は
こ
の
表
題
を

｢
�
����
��

�
	�
�� 	�

	
�
�
!	
�
�"�
�
�#���

�
	##�
$
# 	!	

�
%
�
����	��

�
!	
�
�"�
�
�#���

�
�$
 ��
�｣

と
訳
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
推
定
し
う
る
こ
と
は
、
他
の
文
書
の
中
で
も
日
本
使
節
は
ロ
シ
ア
皇
帝

へ
の
呼
び
掛
け
に
当
た
っ
て

｢
�
�"�
�
�#��	

【

陛
下
。
皇
帝
、
皇
后
に
し
か
用
い
る

こ
と
の
出
来
な
い
称
号】｣

で
は
な
く

｢
�
&
#	�
�#��	

【

殿
下
。
皇
帝
、
皇
后
以
外

の
皇
族
、
例
え
ば
、
皇
太
子
、
大
公
に
用
い
る
称
号
。
皇
太
子
妃
、
大
公
妃
の
よ
う

な
妃
殿
下
に
も
女
性
形
に
せ
ず
こ
の
ま
ま
無
変
化
で
使
え
る】｣

を
用
い
て
い
た
で

あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
ら
か
に
日
本
側
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
君
主
を
、

日
本
皇
帝

(

天
皇
陛
下)

で
は
な
く
、
大
君
殿
下

(

将
軍)

と
同
等
と
見
な
し
て
い

た
。ジ

ェ
ー
ロ
に
は
、
皇
帝
の
答
礼
の
辞
の
原
案
が
数
多
く
の
訂
正
入
り
で
残
さ
れ
て

い
る
。

皇
帝
の
辞
の
最
終
的
な
も
の
は
ロ
シ
ア
の
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
中
で
も
八
月
五

日
付
の

『

サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
報
知』

(№
170)

に
は
、
使
節
の
挨
拶

(

上

掲)

と
皇
帝
の
辞
が
掲
載
さ
れ
た
。

｢

我
は
大
君
閣
下
の
名
代
を
格
別
の
満
足
を
以
て
迎
え
る
。
ロ
シ
ア
と
日
本
と

の
交
際
は
常
に
友
誼
的
で
あ
っ
た
。
両
帝
国
が
隣
人
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら

生
じ
る
共
通
の
利
害
は
、
現
存
す
る
関
係
の
継
続
と
強
化
を
保
証
す
る
も
の
で

あ
る
。
我
は
使
節
団
の
派
遣
で
も
っ
て
示
さ
れ
た
大
君
の
友
誼
心
、
な
ら
び
に

使
節
団
を
通
し
て
私
に
示
さ
れ
た
親
愛
を
高
く
評
価
す
る
。

我
は
貴
国
使
節
団
の
我
が
国
首
都
で
の
滞
在
を
通
し
て
、
日
本
に
対
す
る
ロ
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シ
ア
の
誠
意
を
閣
下
も
確
信
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。｣

新
聞

『
北
方
の
蜜
蜂』

な
ら
び
に

『

サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
新
報』

の
編
集

部
に
紙
上
掲
載
の
た
め
に
、｢

日
本
使
節
へ
の
皇
帝
陛
下
の
答
礼
の
辞
の
原
文
、
お

よ
び
日
本
使
節
の
挨
拶
の
ロ
シ
ア
語
訳｣

が
送
ら
れ
た

(

�)

。

謁
見
で
は
、
続
い
て
第
一
使
節
が
使
節
団
の
役
人
を
皇
帝
に
紹
介
し
た
。
謁
見
が

終
っ
て
、
使
節
団
は
紋
章
の
間
に
下
が
っ
た
。
そ
こ
で
は
副
宰
相
が
待
機
し
て
い
た
。

使
節
団
は
副
宰
相
に
謁
見
へ
の
謝
意
を
表
し
、
大
君
か
ら
副
宰
相
へ
の
贈
り
物
の
目

録
を
手
渡
し
、
三
人
の
使
節
か
ら
の
贈
り
物
を
皇
帝
に
奉
呈
す
る
こ
と
に
対
す
る
許

可
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
目
録
を
手
渡
し
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
七
月
三
一

日
に
副
宰
相
を
訪
れ
た
際
既
に
使
節
た
ち
は
そ
の
意
思
を
伝
え
て
い
た
。
そ
の
後
で

使
節
団
は
、
先
程
と
同
じ
広
間
を
通
っ
て
退
出
し
、
使
節
用
車
寄
せ
に
出
て
、
同
じ

宮
廷
馬
車
で
同
じ
作
法
に
従
っ
て
離
宮
に
戻
っ
た
。
冬
宮
を
退
去
す
る
際
、
使
節
た

ち
は
宮
殿
内
の
衛
兵
と
扉
付
き
番
兵
か
ら
表
敬
儀
礼
を
受
け
た
。
使
節
団
が
通
っ
た

部
屋
は
扉
が
全
て
両
開
き
に
さ
れ
て
い
た

(

�)

。

既
に
印
刷
さ
れ
新
聞
紙
上
に
公
に
さ
れ
た
儀
式
次
第
は
、
儀
式
当
日
に
な
っ
て
変

更
を
加
え
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
鉛
筆
で
書
か
れ
た
注
意
書
き

｢
儀
式
当
日
に
生

じ
た
変
更
に
つ
い
て
は
別
紙
に
て
添
付

(

�)｣

が
如
実
に
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
れ

は
変
更
と
い
う
よ
り
は
、
使
節
団
が

｢

休
息
室｣

に
入
り
紅
茶
、
コ
ー
ヒ
ー
、
菓
子

の
接
待
を
受
け
て
以
降
に
つ
い
て
の
細
部
確
認
で
あ
っ
た
。
使
節
団
の
王
座
の
間
へ

の
移
動
、
大
君
の
書
簡
を
第
一
使
節
に
手
渡
す
手
順
が
よ
り
細
か
く
決
め
ら
れ
、
更

に
、
誰
が
使
節
と
皇
帝
の
辞
を
通
訳
す
る
の
か
、
紋
章
の
間
へ
の
退
去
と
そ
こ
で
の

副
宰
相
と
接
触
が
指
定
さ
れ
た
。

英
国
河
岸
通
り
で
の
日
本
使
節
の
出
迎
え
の
際
、
ま
た
、
お
そ
ら
く
冬
宮
内
お
よ

び
そ
の
後
の
市
中
移
動
に
際
し
て
も
、
ロ
シ
ア
側
官
吏
の
一
員
と
し
て
ヤ
マ
ト
フ
す

な
わ
ち
ロ
シ
ア
正
教
に
帰
依
し
た
タ
チ
バ
ナ
・
コ
ウ
サ
イ

【

橘
耕
斎】

が
公
式
に
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
使
節
団
の
参
加
者
の
間
で
彼
の
こ
と
が
話
題
に
な
っ

た
は
ず
で
あ
る

(

�)

。

十
四
箱
か
ら
成
る
ロ
シ
ア
皇
帝
へ
の
大
君
か
ら
の
贈
り
物
は
ロ
ン
ド
ン
の
税
関
倉

庫
に
置
か
れ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
は
Ｊ
・
マ
ク
ド
ナ
ル
ド

【

駐
日
公
使
館
員】

か
ら

通
知
さ
れ
て
い
た
。
贈
り
物
の
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
へ
の
移
送
に
つ
い
て
、
海
路
と
鉄
道

の
い
ず
れ
良
い
か
と
い
う
問
題
が
検
討
さ
れ
た

(

�)

。
一
方
ロ
シ
ア
側
も
大
君
へ
の
贈
り

物
を
用
意
し
て
い
て
、
そ
の
目
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。

１.

セ
ス
ト
ロ
レ
ツ
ク
武
器
工
場
製
ラ
イ
フ
ル
銃

２.

ト
ゥ
ー
ラ
武
器
工
場
製
の
拳
銃

３.

金
銀
の
錦
各
一
枚

４.

羅
紗
三
枚

(

紅
色
、
紺
色
、
白)

５.

陶
製
の
枠
の
楕
円
大
鏡

６.

青
銅
の
飾
り
付
き
の
孔
雀
石
製
卓
上
時
計
、
付
属
品
と
し
て
八
本
立
て
の
孔
雀

石
製
の
枝
付
き
燭
台

７.

蝋
燭
立
て
用
の
青
銅
の
枝
二
十
六
個
付
き
の
紅
色
の
ガ
ラ
ス
花
瓶
二
個

８.

地
図
八
葉
：
バ
ル
ト
海

(

�)

、
白
海
と
ラ
プ
ラ
ン
ド
沿
岸
、
黒
海
。
カ
ス
ピ
海
、
東

海

【
������

�
�
	

�
���

北
太
平
洋
東
部
か】

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
シ
ア
と
カ

フ
カ
ス
地
方
、
陸
上
と
海
上
交
通
路
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
シ
ア
と
カ
フ
カ
ス
地

方
の
電
信
線

９.

サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
と
モ
ス
ク
ワ
の
都
市
図

(

�)

10.

様
々
な
器
具
。
す
な
わ
ち
、
羅
針
盤
、
海
上
気
圧
計
、
天
体
観
測
儀
、
歩
程
計
、

大
小
の
製
図
用
具
箱
、
そ
の
他
。

11.

一
三
一
門
装
備
の
シ
ノ
プ
号
、
一
一
一
門
装
備
の
皇
帝
ニ
コ
ラ
イ
一
世
号
を
含

む
軍
艦
の
設
計
図

(

	)

。
設
計
図
に
加
え
て
軍
艦
の
模
型

(

支
払
費
用
四
五
三
ル
ー

ブ
ル)

。
設
計
図
と
模
型
製
作
の
支
払
費
用
は
総
計
は
九
七
八
ル
ー
ブ
ル
で
あ
っ

た

(


)

。

日
本
使
節
に
よ
っ
て
、
ロ
シ
ア
皇
帝
か
ら
大
君
へ
の
贈
り
物
の
受
領
書
が
、
確
認
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の
署
名
で
あ
る
ア
ナ
グ
ラ
ム

(

花
押)

付
き
で
、
日
本
語
で
書
か
れ
た
た
。
受
領
書

の
日
付
は

｢

文
久
二
年
八
月
十
九
日｣

と
な
っ
て
い
る

(

�)

。
八
月
三
一
日
午
後
一
時
に

使
節
お
よ
び
同
行
者
は
、
皇
帝
か
ら
大
君
に
宛
て
ら
れ
た
贈
り
物
の
品
、
お
よ
び
使

節
団
全
員
へ
の
贈
り
物
の
内
覧
に
招
か
れ
た

(

�)

。

ユ
リ
ウ
ス
暦

【
旧
暦
、
露
暦】

八
月
三
〇
日
の
段
階
で
ロ
シ
ア
側
は
、
日
本
使
節

団
が
海
路
と
陸
路
の
い
ず
れ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
向
か
う
の
か
を
ま
だ
知
ら
な
か
っ
た
。

従
っ
て
、
贈
り
物
お
よ
び
使
節
団
の
荷
物
の
発
送
に
関
し
て
様
々
な
案
が
作
成
さ
れ

た
。
ア
ジ
ア
局
は
八
月
三
〇
日
交
通
長
官
に
対
し
て
、
使
節
団
が
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ

か
ら
ベ
ル
リ
ン
に
向
か
う
場
合
の
最
適
な
出
発
時
間
で
通
常
の
運
行
ダ
イ
ヤ
に
合
わ

せ
た
も
の
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
を
し
、
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
交
通
省
官
吏
を
八

月
三
一
日
午
前
九
時
ま
で
に
ア
ジ
ア
局
長
イ
グ
ナ
チ
エ
フ
ま
で
寄
越
す
よ
う
依
頼
し

た

(

)

。
九
月
二
日
に
は
、
貿
易
局
に
、
日
本
使
節
団
の
出
発
が
一
八
六
四
年
九
月
四
日

と
な
っ
た
と
の
通
知
が
あ
り
、
使
節
団
員
の
私
物
と
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
で
受
け
取
っ
た

贈
り
物
に
封
緘
を
施
す
た
め
に
、
同
局
の
官
吏
一
名
を
離
宮
に
派
遣
す
る
よ
う
依
頼

し
た
。
同
日
ア
ジ
ア
局
は
皇
帝
官
房
に
、
出
発
が
九
月
四
日
火
曜
日
と
な
っ
た
の
で
、

使
節
団
に
贈
ら
れ
た
品
物
の
発
送
を
急
ぐ
よ
う
依
頼
し
た

(

�)

。

使
節
団
が
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
に
滞
在
中
に
、
随
員
の
一
人
が
墨
絵
を
描
い
て
皇
后
に

奉
呈
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
皇
后
か
ら
、
数
枚
の
絵
を

｢

皇
后
の
為
に
描
い
た
使
節

団
随
員
で
あ
る
一
人
の
日
本
人
に｣

絵
の
道
具
の
入
っ
た
箱
を
贈
る
よ
う
に
と
の

｢

有
り
難
い
仰
せ｣

が
あ
っ
た
。
仰
せ
が
出
さ
れ
た
の
は
九
月
三
日
で
あ
る
。
宮
永

孝
は
自
著
の
中
で
、
三
枚
の
絵

(

富
士
山
、
ネ
ヴ
ァ
川
、
隼)

は
高
島
祐
啓
と
川
崎

道
民
の
二
名
の
医
師
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
、
と
し
て
い
る

(

�)

。
ど
う
や
ら
、
ロ
シ
ア
皇

后
は
、
こ
れ
ら
の
絵
は
一
人
の
人
間
が
描
い
た
も
の
と
推
定
し
た
よ
う
で
あ
る
。

使
節
団
が
出
発
し
た
後
の
一
八
六
二
年
一
一
月
七
日
皇
后
マ
リ
ヤ
・
ア
レ
ク
サ
ン

ド
ロ
ヴ
ナ
の
秘
書
は
ニ
コ
ラ
イ
・
パ
ヴ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
イ
グ
ナ
チ
エ
フ
宛
に
、｢

皇
后

陛
下
は
、
日
本
使
節
団
を
写
し
た
シ
パ
コ
フ
ス
キ
ー
の
写
真
の
奉
呈
を
快
く
お
受
け

取
り
に
な
ら
れ
、
本
状
に
添
付
の
ダ
イ
ヤ
の
指
輪
を
シ
パ
コ
フ
ス
キ
ー
氏
に
贈
り
物

と
し
た
下
賜
あ
そ
ば
さ
れ
た｣

と
の
至
急
便
を
送
っ
た
。
至
急
便
に
は
、｢

下
賜
さ

れ
た
指
輪
を
歩
兵
大
尉
シ
パ
コ
フ
ス
キ
ー
は
受
け
取
っ
た｣

と
の
覚
え
が
記
さ
れ
て

い
る

(

�)

。
歩
兵
大
尉
シ
パ
コ
フ
ス
キ
ー
は
ア
ジ
ア
局
に
招
か
れ
、
そ
こ
で
指
輪
を
手
渡

さ
れ
た

(

�)

。
現
在
こ
の
写
真
は
お
そ
ら
く
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ュ
美
術
館
に
保
存
さ
れ
て
い

る
。Ａ

・
Ｍ
・
ゴ
ル
チ
ャ
コ
フ
の
指
示
に
よ
り
ア
ジ
ア
局
は
、
プ
ロ
シ
ア
の
国
境
ま
で

使
節
団
に
随
伴
す
る
た
め
に
掛
員
を
派
遣
し
た
。
こ
の
者
は
、
必
要
な
場
合
は
現
地

当
局
の
関
係
者
に
協
力
と
援
助
を
直
接
要
請
で
き
る
全
権
を
持
た
さ
れ
て
い
た

(

�)

。

出
発
の
前
夜
使
節
た
ち
は
ロ
シ
ア
帝
国
外
務
省
に
、
皇
太
子
に
自
分
た
ち
の

｢

写

真
と
サ
ー
ベ
ル
二
本｣

を
奉
呈
し
た
い
旨
を
表
明
し
た
。
こ
の

｢

サ
ー
ベ
ル｣

と
い

う
の
は
お
そ
ら
く
日
本
刀
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
写
真
と

｢

サ
ー
ベ
ル｣

は
皇
太
子
に

渡
さ
れ
た
。

使
節
団
一
行
の
動
き
は
外
務
省
に
よ
っ
て
追
尾
さ
れ
た
。
使
節
団
が
プ
ロ
シ
ア
国

境
に
無
事
到
着
し
た
こ
と
を
伝
え
る
電
報
が
残
さ
れ
て
い
る
。

翻
訳
：
有
泉
和
子

(

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
学
術
支
援
専
門
職
員)

[

註]

(

１)

当
時

【

日
本
の】

地
名
、
人
名
の

【

ロ
シ
ア
語
へ
の】

転
写
の
仕
方
は
、
き
ち
ん

と
と
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
現
代
で
は
こ
の
名
前

(

竹
内
下
野
守)

は
タ
ケ
ノ
ウ
チ
・
シ
モ
ツ
ゥ
ケ
ノ
・
カ
ミ
と
読
む
。
本
稿
で
は
人
名
、
肩
書
き
は
史

料
に
書
か
れ
て
い
る
ま
ま
と
し
た
。
し
か
し
、
古
い

【

ロ
シ
ア
語
の】

綴
り
方
は
現

在
の
も
の
と
し
た
。
引
用
史
料
中
の
綴
り
方
と
句
読
点
は
、
革
命
後
使
わ
れ
な
く
な
っ

た
文
字
を
除
い
て
あ
る
。

(

２)

水
野
筑
後
守
。

(

３)

桑
山
左
衛
門
尉
。

(

４)

京
極
能
登
守
。
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(
５)
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�
�,
I
-6,1861-1862.

�
�
�
��
№
5,
�
��	

№
1,
�.1.

(
�
�
�
�
�
��	
��
��
�

�
�
	
 
�
�
�
�
�
�

�!


��
�
	��
 �
��
�
	���
�
��	�

�
"
�
��
�
�).

(

６)

宮
永
孝

『
幕
末
遣
欧
使
節
団』

講
談
社
学
術
文
庫
二
〇
〇
六
年
一
九
頁
。

(

７)

日
付
は
旧
暦

【
露
暦】

の
ま
ま
の
形
、
す
な
わ
ち
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦

【

新
暦
、
西
暦】

で
は
な
い
形
で
文
書
に
記
さ
れ
て
い
る
。

(

８)
�
�
�
�
�
,
�
�
�
�

�
�
���

�
�
�
�
�
�
�,
I
-6,
1861-1862.

�
�
�
��
5,
�
��	
№
1,

�.3-3
	
.

(

９)

日
付
は
ユ
リ
ウ
ス
暦

【

旧
暦
、
露
暦】

、
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦

【

新
暦
、
西
暦】

、
併
記

の
形
で
記
さ
れ
て
い
る
。

(

�)
�
�
�
�
�
,
�
�
�
�

�
�
���

�
�
�
�
�
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刀
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漢
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お
そ
ら
く
、
音
読
み
で
コ
ー

サ
ク
と
読
ま
れ
た
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し
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な
が
ら
宮
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使
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名
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か
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け
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ろ
う
こ
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は
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違
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な
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れ
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い
る
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一
八
六
二
年
日
本
使
節
団
の
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
来
訪｣

『

日
露
関
係
史
料

を
め
げ
る
国
際
研
究
集
会

二
〇
〇
六
年

予
稿
集』

東
京
。
四
六
―
四
七
頁
、
六

二
―
六
三
頁
。【『

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要』

第
一
七
号
二
〇
〇
七
・
三
所

収
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一
八
六
二
年
に
お
け
る
日
本
使
節
団
の
ペ
テ
ル
ブ
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グ
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訪
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い
て｣】
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ソ

コ
ロ
フ
氏
が
ロ
シ
ア
国
立
文
書
館
所
蔵
の
史
料
を
使
い
論
文
を
書
い
て
い
る
。
ソ
コ

ロ
フ
上
掲
論
文
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九
―
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、
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綴
り
方
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読
点
、
構
成
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手
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ま
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文
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学
出
版
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日
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に
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ル
ブ
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漢
字
で
書
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れ
て
い
る
の
に
対
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、
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ス
ク
ワ
は
片
仮
名
で
書
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れ
て
い
る
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お
そ
ら
く
両
都
の
格
差
を
示
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
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本
研
究
集
会
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
Ａ

｢

東
ア
ジ
ア
の
国
際
環
境
と
中
国
・
ロ
シ
ア
所
在
日
本
関
係
史
料
の
総
合
的
研
究｣

(

課
題
番
号�

�
�
�
�
�
�
�

、
研
究
代
表
者
：
保
谷

徹)

の
一
環

と
し
て
、
そ
の
経
費
の
一
部
も
使
用
し
て
行
な
っ
た
。
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